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説

序

三位
ロ岡

国
際
法
に
お
け
る
主
権
免
除
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
国
家
及
び
そ
の
財
産
は
一
般
に
外
国
の
裁
判
所
の
管
轄
権
に
服
さ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ

の
原
則
は
一
九
世
紀
に
主
権
平
等
の
法
的
観
念
を
契
機
に
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
世
紀
に
始
ま
る
国
家
の
国
際
経
済
活
動
の
拡
大

と
と
も
に
、

そ
の
厳
格
な
適
用
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
各
国
の
囲
内
裁
判
・
学
説
で
比
較
的
広
く
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

い
わ
ゆ
る
制
限
免
除
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
廷
地
国
で
訴
訟
の
対
象
と
さ
れ
る
外
国
の
行
為
を
公
的
行
為
(
主
権
行
為

-
R
E
百
2
5
0

宮
コ
】
)
と
私
的
行
為
(
職
務
行
為

-
R
S
E
Z
四

2
2
8
5
)
に
区
別
し
、
前
者
の
行
為
は
そ
の
裁
判
管
轄
権
か
ら
免
除
さ
れ
る
が
、
後
者
の
私

的
行
為
に
つ
い
て
は
そ
の
免
除
を
認
め
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
が
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
国
家
の
行
為
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

基
準
で
公
的
あ
る
い
は
私
的
な
行
為
に
区
別
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
学
説
・
慣
行
で
対
立
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に

関
す
る
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
主
張
さ
れ
て
き
た
の
は
行
為
目
的
説
と
行
為
性
質
説
で
あ
る
。
行
為
目
的
説
は
国
家
の
行
為
が
ど
の
よ
う

な
目
的
で
な
さ
れ
た
か
を
基
準
と
す
る
が
、
国
家
の
行
為
は
究
極
的
に
は
す
べ
て
そ
の
公
共
目
的
に
た
め
に
行
な
わ
れ
た
と
も
主
張
し
う
る
、

と
い
う
批
判
の
も
と
に
現
在
で
は
行
為
性
質
説
が
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
行
為
性
質
説
に
よ
れ
ば
、
主
権
免

徐
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
国
家
の
行
為
そ
れ
自
体
の
性
質
に
照
ら
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

よ
っ
て
行
な
い
う
る
性
質
を
有
す
る
な
ら
ば
、
国
家
は
主
権
免
除
を
主
張
し
え
な
い
と
さ
れ
る
。

も
し
そ
の
行
為
が
私
人
に

し
か
し
、
行
為
性
質
説
に
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
で
は
な
い
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
問
題
点
の
一
つ
は
次
の
よ
う
な
場
合
に
生
じ
る
。

一
般
に
私
人
は
外
国
国
家
と
契
約
を
締
結
し
う
る
が
、
外
国
人
を
追
放
し
た
り
あ
る
い
は
そ
の
財
産
を
固
有
化
す
る
と
い
っ
た
国
家
固
有
の

権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
区
別
に
基
づ
い
て
、
行
為
性
質
説
で
は
国
家
契
約
、
す
な
わ
ち
私
人
又
は
私
企
業
が
外

国
で
一
定
の
期
間
に
特
定
の
資
源
開
発
・
公
益
事
業
を
行
な
う
た
め
に
当
該
外
国
と
締
結
す
る
契
約
に
関
す
る
紛
争
は
法
廷
地
国
の
裁
判
管

北法36(3・2)666 



轄
権
に
服
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
契
約
当
事
国
が
高
度
に
政
治
的
理
由
で
何
ら
か
の
立
法
・
行
政
上
の
措
置
を
介
し
て
そ
の
契
約
を
一

方
的
に
破
棄
す
る
場
合
、
前
述
の
単
純
な
区
別
に
よ
っ
て
主
権
免
除
の
許
否
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
許
否
が

契
約
と
い
う
私
(
法
)
的
性
質
を
有
す
る
行
為
に
着
目
し
て
決
定
さ
れ
る
の
か

為
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
か

と

つ
問
題
は

な
お
残
る

か
ら(
で免
あ除
る5否
。定

そ
れ
と
も
契
約
違
反
を
も
た
ら
し
た
公
的
行

(
免
除
肯
定
)
、

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
類
す
る
問
題
は
、
法
廷
地
国
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
来
、
行

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

為
性
質
説
に
お
い
て
は
、
私
人
が
行
な
い
う
る
行
為
と
し
て
「
契
約
お
よ
び
不
法
行
為
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
主
権
免
除
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
が
、
そ
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
実
際
に
免
除
許
否
が
問
わ
れ
た
の
は
、

国
家
の
商
業
活
動
に
伴
う
不
法
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
制
限
免
除
主
義
は
、
国
家
が
今
世
紀
初
め
ま
で
に
私
人
の
活
動

領
域
と
さ
れ
て
い
た
経
済
分
野
に
積
極
的
に
介
入
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
、
国
家
機
能
の
変
質
に
対
応
す
る
形
で
主
張
さ
れ
か
っ
支
持
さ
れ

て
き
た
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
主
権
免
除
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
か
つ
現
実
に
問
題
と
な
る
外
国
の
不
法

行
為
の
多
く
が
主
に
経
済
活
動
に
伴
う
そ
れ
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
容
易
に
首
肯
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
主
題
に
関
す

る
外
国
の
不
法
行
為
を
そ
の
私
経
済
作
用
に
由
来
す
る
場
合
に
限
定
し
て
捉
え
る
必
然
的
な
理
由
は
何
ら
存
し
な
い
。
そ
れ
は
、

た
と
え
ば

身
体
・
生
命
に
対
す
る
不
法
行
為
と
い
う
よ
う
な
、

そ
の
他
の
態
様
の
も
と
で
も
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
国
家
の
行
為
の
性
質
・
規
模
あ
る
い
は
目
的
に
お
い
て
、
商
業
的
不
法
行
為
と
は
異
質
の
、
純
粋
に
政
治
的
・
主
権
的
な
活
動

に
基
礎
を
お
く
不
法
行
為
に
つ
い
て
主
権
免
除
の
許
否
が
間
わ
れ
た
ケ

l
ス
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
外
国
の
不
法
行
為
は
「
非
商
業
的
不
法

行
為
」
(
ロ

g
g
B
B
q
n
E
g三
日
)
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
外
国
の
商
業
活
動
に
伴
う
不
法
行
為
(
商
業
的
不
法
行
為

-
g
g
g
R
2白
ご
0
2印
)
と

区
別
し
て
、
「
外
国
の
主
権
機
能
に
伴
っ
て

(
法
廷
地
図
囲
内
で
)

生
じ
る
不
法
行
為
」
(
ぢ
ユ
凹
白
-
Z同
E
q
g
E出
E
E
E
岳
巾
岳
民
町
民
間
巾
え

『

0
2
F間
口
問
。
〈
巾
「
ロ
呂
町
ロ
円
同
二
ロ
ロ
円
t
o
ロ
凹
)
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
外
国
の
主
権
活
動
に
伝
統
的
な
制
限
免
除
主
義
の
基

北法36(3・3)667 



説

準
を
機
械
的
に
適
用
し
て
免
除
許
否
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
理
論
上
不
可
能
で
な
い
と
し
て
も
、
相
当
に
問
題
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
行
為
の
目
的
・
性
質
(
主
権
的
側
面
)
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
、

そ
の
適
用
は
外
国
の
違
法
な
主
権
活
動
に
絶
対
的
な
免
除
を
認

王子ι
"問

め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
被
害
者
た
る
私
人
に
一
方
的
な
不
公
正
を
強
い
る
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

そ
の
私
人
が
公
平

な
裁
判
を
受
け
る
機
会
を
う
ば
わ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
こ
で
、
従
来
の
制
限
免
除
主
義
の
適
用
基
準
と
法
廷
地
国
囲
内
に
お
け
る
外

国
(
機
関
)

の
非
商
業
的
不
法
行
為
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
近
時
、
制
限
免
除
主
義
を
採
用
す
る
い
く
つ
か
の
国
は
、

自
国
領
域
内
に
お
け
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
訴
訟
(
一
般
に
賠
償
責
任
訴
訟
)

に
つ
い
て
主
権
免
除
を
否
認
す
る
囲
内
法
な
い
し
条

約
を
制
定
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
制
限
免
除
主
義
で
暗
黙
に
前
提
と
さ
れ
て
き
た
公
的
行
為
(
主
権
行
為
)

と
私
的

行
為
の
区
別
が
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
状
況
を
呈
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

に
お
い
て
、
非
商
業
的
不
法
行
為
に
主
権
免
除
を
認
め
な
い
と
す
る
米
国
主
権
免
除
法
(
一
九
七
六
年
)
及
び
そ
れ
に
関
す
る
最
初
の
ケ

l

ス

(
一
九
八

O
年
の
合
衆
国
に
お
け
る
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
)

を
中
心
に
、

そ
の
法
的
意
味
に
つ
い
て
若
干
の
考
祭
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
田
畑
茂
二
郎
、
「
国
際
法
講
義
上
(
新
版
)
』
、
九
四
|
九
五
頁
。
太
寿
堂
鼎
、
「
主
権
免
除
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
」
、
法
学
論
叢
第
九
四
巻
、

頁
参
照
。

(
2
)
〉
・
さ
2
2
-
A。ョ忘丹市ロ
2

2
宮
内
O
E
古小官口円。己
2
4三
宮
口
山
口
同
白
-
民
間
同
三
円
】
巾
回
目
山
g
z
?「宮崎

ma--
向山門目
(

υ

(

同
市

W
N
ω
Y

官
官
出

Q
C
F
-
∞
阻
止
戸
山
宮
古

円
四
国
ヨ
=
ヨ
々
〉
ロ
〉
ロ
出
ぞ
昨
日
円
即
日
出
口
品
目
》
『
。
間
口

ozw
〈
毘
d

ア
戸
。
∞
A
H
-
-
M

めh
H

(
3
)
目
的
-
ロ
円
}
白
戸
」

Z
E耳。『
F
5
2
-間口
Z
E
E
-々
-
F円。
E
0
2己。司
E
S
Z
¥
-
E叶
宮
ー
め
(
呂
∞
。
1--)
占古
N
H
ω

・
山
本
敬
三
、
「
国
家
契
約
に
お
け
る
裁

判
権
免
除
と
準
拠
法
」
、
国
際
法
外
交
雑
誌
第
八
二
巻
五
号
、
一

i
四
九
頁
参
照
。

(
4
)
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
一
五
七
頁
参
照
。

(
5
)
d
z
・
0
2・〉¥わ
Z
ム
¥
ω
S
¥
〉
E

H
・
5
∞
凶
・
百
四
(
以
下
、
出
-
m
z
円吉コ円
E
7
-
J
P
F
F
吉
之
(Hmwmwω)
と
引
用
す
る
。
)
の
又
∞
邑
「
・
8

2

F
℃

-ω
∞
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制
限
免
除
主
義
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為

私
的
行
為
に
関
す
る
経
済
事
項
免
除
論

制
限
免
除
主
義
は
、

一
般
に
国
家
の
非
主
権
的
な
行
為
に
は
法
廷
地
国
の
裁
判
管
轄
権
の
行
使
を
認
め
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
に

い
う
「
非
主
権
的
行
為
」
と
は
、
「
私
人
で
も
な
し
う
る
行
為
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
私
的
行
為
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
従
来
二
つ
の
見
解

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
一
つ
は
「
経
済
事
項
免
除
論
」
と
も
い
う
べ
き
考
え
方
で
あ
っ
て
、
私
的
行
為
を
国
家
の
商
業
的
行
為
で
あ
る

と
す
る
見
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ブ
ラ
ウ
ン
リ

1
2・
∞
さ
宅
ロ
ロ
巾
)
に
よ
れ
ば
、
主
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
法
廷
地
国
で
問
題

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

と
な
る
外
国
の
行
為
が
主
権
的
行
為
(
白
円
5
0問
問
。
〈

R
B巾
主
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
商
業
的
性
質
の
行
為
(
同
門
Z
0
2
2
E
B
2
2巳

E
Z
B
)

で
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
免
除
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
ウ
ェ

l
パ

l

q
〉
者
与
巾
「
)
も
、
主
権

免
除
に
関
す
る
多
く
の
国
内
判
例
、
国
際
条
約
そ
し
て
学
説
に
お
い
て
非
主
権
的
(
ロ

go四
C
Z
E
B
E
C
-
)
活
動
に
は
主
権
免
除
を
否
定
す
べ

そ
の
国
家
の
活
動
は
商
業
的
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
な
商
業
的
行
為

な
お
広
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

き
で
あ
る
と
す
る
法
意
識
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
し
、

か
否
か
の
概
括
的
区
別
は
、
主
権
免
除
の
許
否
基
準
と
し
て
行
為
性
質
説
が
有
力
祝
さ
れ
る
現
在
、

れ
は
、

ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
(
∞
皆
岳
民
芹

E-)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
家
の
貿
易
・
商
業
活
動
が
そ
れ
自
体
明
確
に
識
別
し
う
る
行
為
で

あ
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
過
去
の
国
家
実
践
に
照
ら
し
て
国
家
の
通
商
活
動
一
般
を
免
除
否
認
事
由
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
少
な
い
か
ら

で
あ
ろ
う
。
(
も
っ
と
も
、
彼
は
、
そ
の
具
体
的
適
用
の
識
別
は
個
々
の
多
様
な
事
実
に
鑑
み
る
と
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
と
す
る
。
)

と
こ
ろ
で
、
右
の
経
済
事
項
免
除
論
は
、
行
為
性
質
説
の
出
現
を
必
要
と
し
た
国
際
社
会
の
現
実
的
要
請
を
踏
ま
え
て
評
価
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
行
為
性
質
説
は
な
に
よ
り
も
外
国
の
通
商
・
貿
易
活
動
と
い
っ
た
国
家
の
私
経
済
的
作
用
に
つ
い
て
主
権
免
除
を
否
定
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
大
戦
を
契
機
に
国
家
の
活
動
が
そ
れ
ま
で
の
公
的
・
政
治
的
な
領
域
か
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説

ら
私
人
の
行
な
う
経
済
活
動
に
お
よ
ぶ
に
至
っ
た
が
、
か
か
る
国
家
活
動
か
ら
生
じ
る
全
て
の
訴
訟
に
つ
い
て
、
国
家
の
側
に
の
み
裁
判
免

Z命

除
を
認
め
る
こ
と
は
私
人
の
側
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
、

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ひ
い
て
は
国
際
経
済
諸
分
野
に
お
け
る
両
者
の
自
由
競
争
を
阻
害
す
る
で
あ
ろ
う

一
九
五
九
年
に
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
が
公
け
に
し
た
著
書
「
国
際
法
に
お
け
る
国
家
免
除
と
貿
易
活
動
」

日
ヨ
ヨ
ロ
三
宮
内
山
田
口
仏
吋
円
山
門
医
口
問
〉
円
門
戸
〈
民
一
巾
回
目
ロ
】
ロ
片
町
「
ロ
mwco口白
-
F
E司)は、

そ
の
よ
う
な
経
済
的
変
化
に
対
応
し
て
制
限
免
除
主
義
を
支
持
す
る

諸
国
の
実
践
の
整
理
・
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
次
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立
脚
し
て
い
る
。
第
一
次
大
戦

後
、
国
家
貿
易
の
一
般
化
に
伴
い
、
諸
国
は
個
人
・
会
社
と
同
じ
態
様
・
範
囲
で
貿
易
に
従
事
し
て
い
る
が
、
他
方
、

そ
の
よ
う
な
国
家

(
∞
門
知
円
三
『
邑
巾
「
印
)
は
私
的
商
業
者
・
貿
易
会
社
に
対
し
て
一
定
の
特
権
(
裁
判
免
除
)

を
主
張
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
不
平
等
は
、
国
際

貿
易
の
分
野
で
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
、

い
わ
ゆ
る
無
差
別
の
原
則
と
両
立
し
な
い
。
と
り
わ
け
「
主
権
免
除
と
い
う
恐
る
べ
き
原
理
」

(
円
『
内
向
。
「
日
正
田
宮
市
内
宮
内
円
三
日
三
笠
丘
町

F
B
g
c
E々

)
は
、
貿
易
上
の
不
公
平
な
競
争
を
も
た
ら
す
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
必
然
的
に
法
の
前
に

お
け
る
不
平
等
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
書
の
ね
ら
い
は
、
国
家
慣
行
を
検
討
し
つ
つ
国
家
と
個
人
が
絶
対
的
に
対
等
な

立
場
で
貿
易
に
従
事
し
う
る
よ
う
な
国
際
法
の
発
展
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
際
、
著
者
に
よ
れ
ば
、
国
家
と
直
接
・
間

接
的
に
取
引
関
係
に
あ
る
個
人
・
会
社
が
契
約
違
反
と
不
法
行
為
責
任
官
官

E
与

え

g
E
5
2
5
-
喜
一
石
住
吉
。
ご
。

2
5
5
E
σ
庄
三
に

関
す
る
裁
判
実
施
の
可
能
性
と
判
決
執
行
の
範
囲
を
あ
る
程
度
確
実
に
予
見
し
う
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
な
実
際
的
意
義
を
有
す

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
合
同
・
豆
名
目
E
o
n
r
)
は
本
書
の
序
文
で
、
外
国
に
お
け
る
国
家
の
行
為
が
外
交
、
領
事
、
軍
隊
に
閑

す
る
行
為
に
限
定
さ
れ
て
い
た
時
代
は
と
も
か
く
、
現
代
で
は
国
家
の
通
商
・
貿
易
活
動
に
つ
い
て
諸
国
が
国
家
免
除
に
関
す
る
統
一
的
な

理
論
を
適
用
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
国
際
法
の
一
般
原
則
を
法
典
化
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
点

に
閲
す
る
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
の
結
論
に
よ
れ
ば
、
国
家
貿
易
の
拡
大
は
国
際
社
会
に
遍
在
す
る
現
象
で
あ
り
、
諸
国
は
こ
れ
を
考
慮
し
て
主

権
免
除
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
傾
向

l
i少
な
く
と
も
一
九
世
紀
の
絶
対
免
除
主
義
の
否
定
「

l
ー
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
経
済
事
項
免
除
論
、

(∞
gi丹
巾
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す
な
わ
ち
私
的
行
為
を
国
家
の
商
業
的
行
為
と
同
一
視
す
る
立
場
は
、
そ
う
し
た
国
家
慣
行
を
表
明
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
が
、
そ
れ

は
国
際
貿
易
(
自
由
貿
易
)
体
制
の
維
持
・
促
進
と
い
っ
た
経
済
的
側
面
を
重
視
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の
点
で
経
済
事
項
免
除
論

の
妥
当
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

私
的
行
為
に
関
す
る
私
法
事
項
免
除
論

こ
の
よ
う
な
経
済
事
項
免
除
論
と
併
行
し
て
、
行
為
性
質
説
の
な
か
に
は
、
私
的
行
為
(
非
主
権
的
行
為
)

を
「
行
為
の
法
律
的
性
質
」

に
よ
っ
て
説
明
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
私
的
行
為
の
内
容
に
関
す
る
こ
の
第
二
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
免
除
が
否
認
さ
れ
る
行
為
は
法
廷
地

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

国
の
私
法
(
胃
芝
田
丹
市

Z
三
で
規
律
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
国
家
の
商
業
的
行
為
を
包
括
的
に
免
除
否
認
事
由
と
す
る
先
の
経
済
事

項
免
除
論
に
対
し
て
、
「
私
法
事
項
免
除
論
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
太
寿
堂
教
授
に
よ
れ
ば
、
行
為
性
質
説
は
、
「
行
為
の
目
的
で
は

そ
の
法
律
的
性
質
に
着
眼
し
、
契
約
や
不
法
行
為
な
ど
、
私
人
で
も
な
し
う
る
行
為
な
ら
ば
私
法
行
為
と
し
て
」
外
国
国
家
に
裁
判

権
の
免
除
を
認
め
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
ヨ

-
E
E
q宮
内
宮
)
は
、
多
く
の
諸
国
が
通
常
「
私
法
の
性
質
を

な
く
、

も
つ
行
為
」

(
R
5
0同
国
同
)
『
三
己
主
即
話
回
目

Z
Z
)
に
つ
い
て
絶
対
免
除
主
義
を
否
定
す
る
傾
向
に
あ
る
と
し
、

し
て
契
約
違
反
ま
た
は
不
法
行
為
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
行
為
の
具
体
例
と

こ
の
よ
う
な
私
法
事
項
免
除
論
に
つ
い
て
は
学
説
上
な
お
微
妙
な
相
違
が
み
ら
れ
る
が
、

そ
の
基
本
的
な
立
場
は
、
原
告
の
訴
訟
上
の
利

益
(
訴
訟
目
的
)
が
法
廷
地
国
の
私
法
上
の
権
利
義
務
の
存
否
に
関
係
す
る
場
合
に
は
、
私
的
行
為
に
対
す
る
訴
訟
と
し
て
主
権
免
除
は
認

め
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
見
方
は
、

一
九
世
紀
末
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
制
限
免
除
主
義
を
支
持
す
る
諸
国
で
比
較
的
広
く

承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
会
社
(
原
告
)
が
そ
の
商
標
権
の
譲
渡
・

使
用
に
関
し
て
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
国
営
会
社
に
対
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
域
内
で
の
当
該
商
標
権
の
使
用
停
止
(
差
止
)

を
請
求
し
た
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説

事
件
で
、
本
件
紛
争
は
法
廷
地
国
の
私
法
領
域
に
属
す
る
法
律
関
係
を
前
提
と
す
る
請
求
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
チ
ェ
コ

(
一
九
五

O
年

-Uz--何
事
件
)
。
判
決
の
示
す
諸
国
の
園
内
先
例
は
、
私
法
事
項
免
除
論
が

ス
ロ
パ
キ
ア
の
主
権
免
除
の
主
張
を
斥
け
た

論

既
に
い
く
つ
か
の
国
で
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
裁
判
所
は
、
自
国
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
、

ス
イ
ス
及
び
エ
ジ
プ
ト
の
囲
内
判
決
を
検
討
し
た
結
果
、
企
業
と
し
て
行
動
す
る
国
家
は
私
的
分
野
に
お
け
る
法

イ
タ
リ
ー
、

fく

jレ

ギ

人
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
私
法
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
法
廷
地
図
の
通
常
の
裁
判
所
で
当
該
国
家
は
被
告
と
さ

れ
う
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
私
的
性
格
を
有
す
る
請
求
三
回
目
白
日
丘
三
三
〈
回

zngzngユ
に
も
と
づ
く
訴
訟
に
は
一
般
に
主
権
免
除
は
認
め

ら
れ
な
い
と
し
た
。
(
も
と
よ
り
、
判
決
で
は
、
絶
対
免
除
主
義
を
支
持
す
る
い
く
つ
か
の
諸
国
|
|
t
ド
イ
ツ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
、

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
及
び
フ
ラ
ン
ス
i

|
は
外
国
の
契
約
違
反
・
債
務
不
履
行
な
ど
の
私
法
規
律
事
項
に
つ
い
て

す
ら
主
権
免
除
を
是
認
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
)
こ
こ
で
私
法
事
項
免
除
論
に
依
拠
し
た
免
除
否
認
の
先
例
を
体
系
的
に

そ
う
し
た
先
例
の
多
く
は
法
廷
地
国
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
た
契
約
を
め
ぐ
る
紛
争
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

検
討
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

外
国
機
関
の
公
的
使
用
に
供
す
る
物
品
購
入
契
約
、
外
国
公
館
の
建
物
・
敷
地
の
取
得
・
賃
貸
借
の
契
約
あ
る
い
は
当
該
公
館
内
で
の
労
務

契
約
な
ど
に
関
す
る
訴
訟
で
免
除
許
否
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
先
例
の
な
か
に
は
契
約
違
反
に
関
す
る
債
務
履
行
・
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
に
私
法
事
項
免
除
論
を
適
用
し
て
.
主

権
免
除
を
否
認
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
う
し
た
契
約
違
反
に
因
ら
な
い
外
国
の
不
法
行
為
、
と
り
わ
け
、
そ
の
非
商
業
的
不
法

行
為
に
ど
の
よ
う
な
免
除
許
否
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
制
限
免
除
主
義
の
立
場
か
ら
そ
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の

は
、
原
因
行
為
の
公
的
ま
た
は
私
的
性
質
に
よ
っ
て
免
除
許
否
を
決
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
(
な
お
、
こ
の
場
合
、
経
済
事
項
免
除

論
は
適
用
さ
れ
え
な
い
。
)
他
の
一
つ
は
、
外
国
の
契
約
違
反
の
行
為
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
私
法
事
項
免

除
論
が
適
用
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
私
的
法
益
の
回
復
を
目
的
と
す
る
不
法
行
為
訴
訟
(
賠
償
責
任
)

が
一
般
に
私
法
規
律
事

北法36(3・8)672 



項
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
後
者
の
考
え
方
は
理
論
的
に
は
不
可
能
で
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
れ
ら
の
適
用
基
準
の
可
否
が

問
題
と
な
っ
た
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
先
例
を
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
は
、
主
に
、
法
廷
地
国
で
外
国
機
関
が
そ
の
公
務
遂
行
中
に

引
き
起
こ
し
た
交
通
事
故
に
つ
い
て
免
除
許
否
が
問
わ
れ
た
ケ

i
ス
で
あ
る
。

非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
先
例

一
九
六
一
年
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
使
館
宛
の
郵
便
物
を
運
送
中
の
合
衆
国
公
用
車

が
誤
っ
て
衝
突
事
故
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
関
す
る
民
事
責
任
訴
訟
で
、
合
衆
国
の
主
張
す
る
主
権
免
除
を
否
認
し
た
。
判
決
に
よ
れ
ば
、

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

右
の
運
送
行
為
は
合
衆
国
の
主
権
行
為
の
遂
行
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、
免
除
を
、
つ
け
る
か
否
か
の
決
定
は
そ
の
行
為
の
目
的
に
よ
る
の

で
は
な
く
、
行
為
そ
れ
自
体
(
の
性
質
)

に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
公
道
で
の
自
動
車
の
運
行
は
「
私

的
な
行
動
分
野
に
属
す
る
」

(
Z
Z
Z
5
5巾
4
Z
3
0ご
宮
匂
コ
〈
国
R
R
C三
宮
日
)
非
主
権
的
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
あ
る
行

為
は
国
家
が
そ
の
機
関
を
通
し
て
私
的
個
人
と
同
様
に
行
動
し
う
る
場
合
に
は
、
私
的
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ

の
よ
う
に
裁
判
所
は
、
自
動
車
の
運
行
行
為
そ
れ
自
体
は
私
的
行
為
(
職
務
行
為
)

で
あ
る
と
し
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
免
除
許
否
の

問
題
に
論
及
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
が
、

さ
ら
に
判
決
は
、
右
の
行
為
が
不
法
行
為
を
伴
う
場
合
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
次
の

よ
う
に
の
べ
る
。
「
あ
る
行
為
が
私
的
性
質
を
有
す
る
か
、
そ
れ
と
も
主
権
的
性
質
を
有
す
る
か
は
、
常
に
そ
の
法
的
行
為
の
性
質
、
す
な

わ
ち
、
行
為
の
性
質
ま
た
は
そ
こ
か
ら
生
じ
る
法
律
関
係
(
。
吋
え

5
2・巾
Z
E
Z
Z岡
山
ご
巾

U
5
5
)」
(
傍
点
筆
者
)
か
ら
導
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
よ
っ
て
「
国
内
法
上
、
外
国
は
私
法
の
領
域
に
属
す
る
法
律
関
係
か
ら
生
じ
る
全
て
の
訴
訟
事
件
に
服
す
る
」
と
し
た
。
こ
と
に
注

目
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
所
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
外
国
の
享
受
す
る
裁
判
免
除
の
原
則
は
、
私
的
性
質
を
有
す
る
請
求

に
関
す
る
限
り
、

一
般
に
認
め
ら
れ
」
ず
、
「
損
害
賠
償
責
任

23σ
ニ
ξ
含
「
含
呂
田
岡
市
)
に
つ
い
て
外
国
は
私
的
個
人
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ

北法36(3・9)673 



説

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
に
判
決
は
、

が
合
衆
国
の
権
力

一
面
に
お
い
て
、
公
務
遂
行
中
の
外
国
機
関
の
行
為
(
運
行
行
為
)

作
用
に
直
接
関
連
し
な
い
私
的
行
為
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
他
面
で
、
法
廷
地
国
国
内
に
お
け
る
外
国
機
関
の
不
法
行
為
(
損
害
賠
償
)
訴
訟

ゴi

白岡

は
一
般
に
免
除
否
認
事
由
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
で
は
、
原
因
行
為
の
性
質
を
問
題
に
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
私
法
事
項
免

除
論
を
広
く
適
用
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
混
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
判
旨
の
展
開
の
仕
方
か
ら
み
て
、
判
決
は
後
者
の
立
場
を
強

調
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、

そ
の
適
用
基
準
に
な
お
不
明
瞭
さ
が
存
す
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。

他
方
、
法
廷
地
国
に
お
け
る
外
国
所
有
の
自
動
車
に
よ
る
同
種
の
ケ
!
ス
で
、
公
務
遂
行
中
の
運
行
行
為
は
外
国
の
主
権
的
能
力
に
基
づ

く
行
為
(
公
的
行
為
)

で
あ
る
と
し
て
、
主
権
免
除
を
認
め
た
先
例
が
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
駐
在
の
ギ
リ
シ
ャ
寧
の
ト
ラ
ソ
ク
に
よ
る
人
身
事

故
に
関
す
る
判
決
(
一
九
四
八
年
・
エ
ジ
プ
ト
混
合
裁
判
所
第
一
審
判
決
)
に
よ
れ
ば
、
当
該
箪
用
ト
ラ
y

ク
は
ギ
リ
シ
ャ
の
主
権
的
能
力

の
下
で
運
行
さ
れ
て
い
た
の
で
、
賠
償
責
任
の
決
定
(
丹
Z
S
2
2
B
H
E
C
Cロ
o
ご
E
U
E
q
)
は
裁
判
所
の
管
轄
外
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
同
様
の

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
所
有
の
公
用
車
に
よ
る
事
故
に
伴
う
損
害
賠
償
訴
訟
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
最
高
裁
が
下
し
た
判
決
(
一
九
二
六

見
解
は
、

年
)
に
も
み
ら
れ
る
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
諸
国
は
相
互
に
主
権
的
能
力
を
有
す
る
主
体
と
し
て
独
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
諸
国
家
聞
の
関

(
の
み
)
規
律
さ
れ
る
の
で
、
法
的
責
任
に
関
す
る
圏
内
私
法
の
規
定
(
同
町
内
官
。
〈

E
S
oご『巾

江
戸
、
己
円
。
母
訟
円
。
「

2
U
8
2
E広
三
は
法
廷
地
国
に
お
け
る
外
国
機
関
に
対
し
て
は
不
適
用
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
判
決
は
、
法

係
は
条
約
と
国
際
(
慣
習
)
法
に
よ
っ
て

廷
地
国
で
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
う
る
、

い
わ
ば
「
財
産
権
の
主
体
と
し
て
の
地
位
」
(
門
吉
骨

r
E
Eこ
広
門
口
問
)
を
外
国
国
家
に
認
め
る
こ
と

は
、
当
該
国
家
の
国
際
法
上
の
主
権
的
人
格
安

g
耳『
2
四
ロ
宮
「
目
。
ロ
)
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
法
廷
地
図
に
お
け
る
外
国
機
関
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
先
例
で
は
、
免
除
許
否
の
基
準
は
な
お
原
因

そ
の
性
質
評
価
の
方
法
は
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
な
い
た
め
、
公
務
遂
行
中
に
発
生

行
為
そ
れ
自
体
の
性
質
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、

す
る
同
種
の
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
当
該
行
為
は
外
国
の
権
力
作
用
の
一
環
で
あ
る
と
し
て
免
除
が
許
与
さ
れ
る
場
合
も
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戸
田
-

あ
れ
ば
、
逆
に
私
人
で
も
為
し
う
る
非
権
力
的
性
質
の
行
為
に
当
た
る
と
し
て
私
法
上
の
責
任
を
認
め
る
場
合
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
外
国

つ
ま
り
外
国
機
関
の
主
権
活
動
に
随
伴
す
る
不
法
行
為
に
ど
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
て
免
除
許
否
を
決
定
す
べ
き

(
剖
)

か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
な
見
解
の
対
立
が
存
在
し
、
現
在
で
も
そ
れ
は
国
際
法
上
解
決
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

の
非
商
業
的
不
法
行
為
、

」
の
こ
と
は
、

ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

一
九
七

0
年
代
以
前
に
外
国
の
非
商
業
的
活
動
(
主
権
作
用
)

に
伴
っ
て
生
じ

る
「
身
体
損
害
及
び
財
産
損
害
」
に
関
す
る
訴
訟
で
主
権
免
除
の
許
否
が
問
題
に
な
っ
た
国
家
慣
行
は
殆
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
先
に
引
用
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
判
決
の
一
部
分
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
原
告
の
請
求
が
外
国
の

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

不
法
行
為
責
任
(
賠
償
責
任
)
を
追
及
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
と
き
に
は
、
外
国
の
主
権
活
動
に
係
わ
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
免
除
否
認

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
他
国
領
域
に
お
け
る
国
家
の
活
動
範
囲
が
私
人
の
経
済
分
野
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
日
常
生
活
の
領
分

に
も
拡
大
す
る
よ
う
に
な
る
と
す
れ
ば
、
右
の
私
法
事
項
免
除
論
の
一
般
的
適
用
を
認
め
る
必
要
は
大
き
い
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

最
近
(
一
九
七

0
年
代
以
降
)

の
若
干
の
圏
内
立
法
と
国
際
条
約
は
、
法
廷
地
国
圏
内
に
お
け
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
を
、

そ
の
行

為
性
質
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
免
除
否
認
事
由
で
あ
る
と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
外
国
機
関
に
よ
る
交
通
事
故
の
み
な
ら
ず
、
当

該
機
関
に
よ
る
殺
人
・
暴
行
行
為
な
ど
、
通
常
は
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
、
法
廷
地
国
裁
判
所
に
よ
る
民
事
責
任
の

追
及
を
是
認
す
る
方
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
に
、
経
済
事
項
免
除
論
に
よ
っ
て
は
処
理
し
え
な
い
現
実
的
事
態
(
非
商
業
的
不
法
行
為
)

が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
外
国
の
不
法
行
為
一
般
に
私
法
事
項
免
除
論
の
適
用
を
広
く
認
め
る
立
場
が
出
現
し
つ
つ
あ
る
と

言
い
得
ょ
う
。
そ
の
一
例
は
、
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
を
一
つ
の
独
自
の
免
除
否
認
事
由
と
す
る
米
国
主
権
免
除
法
で
あ
る
。
(
以
下
、

こ
の
よ
う
な
免
除
否
認
事
由
を
「
非
商
業
的
不
法
行
為
例
外
」
と
略
称
す
る
。
)
次
に
、
同
法
の
関
連
規
定
と
先
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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(
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円
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m
g
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白
ロ
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叶
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白
【

HF口
町
〉

2
=
E
3
5
-ロ
円
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「
白
山
門
戸

Oロ
hw一
円
、
同
者

-H甲
山
市
Y
甘

同

〈

(
8
)
E
-
官
同
〈
止

(9)Ee--)・
V
(
ぐ・

(
M
W
)
E
-
官
同
日
河
口

(日

)
E
-
甘
司

ω日
目

ω印。

(
ロ
)
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
一
五
七
頁
。

(
日
)
「

O
司
司

2
H
F
E
E
l
ロ
FNWC広
『
司

ω円『
?
Hロ
Z
「
口
出
門
戸
。
ロ
巳
「

ω宅
-H由
印
印
噌
〈
。

-
r
∞円

F
O色
。
甘

-NJ1u

(
U
H
)

本
稿
で
は
、
「
私
的
行
為
」
に
つ
い
て
、
経
済
事
項
免
除
論
を
行
為
性
質
に
関
す
る
事
実
上
の
(
宮
内
Z
己
)
基
準
、
私
法
事
項
免
除
論
を
法
律
上
の
つ
諸
島

基
準
で
あ
る
と
す
る
パ
ド
ル
の
区
別
に
従
っ
た
。
な
お
、
彼
に
よ
れ
ば
、
制
限
免
除
主
義
に
対
す
る
絶
対
免
除
主
義
か
ら
の
批
判
l

|
す
な
わ
ち
、
私
人

が
貿
易
に
従
事
し
え
な
い
国
家
に
お
い
て
は
、
貿
易
活
動
は
す
べ
て
国
家
の
公
的
行
為
で
あ
る
故
に
免
除
さ
れ
る
|

i
は
前
者
の
基
準
に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
実
上
の
基
準
の
妥
当
性
に
関
す
る
議
論
は
、
右
の
国
家
の
領
域
内
で
の
経
済
活
動
に
対
す
る
当
該
国
家
の
法
的
規
制
(
こ
れ
は
明

ら
か
に
主
権
的
行
為
)
と
、
そ
の
国
家
が
唯
一
、
貿
易
に
従
事
し
う
る
機
関
と
し
て
形
成
す
る
領
域
外
的
関
係
会

z
a可
白

i斥
コ
き
『
E
z
z
t
g凶
笠
宮
)

を
区
別
し
な
い
点
で
誤
り
で
あ
る
と
い
う
。
か
く
て
、
行
為
そ
れ
自
体
に
固
有
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
公
的
・
私
的
行
為
の
区
別
の
客
観
的
基
準
を
設
け
る

言命
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米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

こ
と
が
必
要
か
つ
可
能
で
あ
る
と
し
、
「
公
的
行
為
」
は
、
そ
の
法
的
成
立
に
お
い
て
一
方
的
(
非
双
務
的
)
で
あ
る
こ
と
、
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
う
け

る
他
方
の
当
事
者
が
そ
の
国
家
の
領
域
内
に
い
る
こ
と
、
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る

B
的
が
対
等
の
立
場
に
あ
る
当
事
者
間
の
交
渉
・
妥
協
を
通
し
て

決
定
さ
れ
な
い
こ
と
、
か
っ
そ
の
目
的
達
成
が
国
家
の
意
志
に
よ
っ
て
法
制
度
上
、
強
制
さ
れ
る
こ
と
、
の
諸
点
に
お
い
て
固
有
の
(
公
的
)
性
質
を
も

っ
と
い
、
っ
。
。
・
三
回
白
品
『
-
c
-
M
n
x
-
百
官
。
品
。
匂

(
河
川
)
広
瀬
善
男
、
「
国
際
法
上
の
国
家
の
裁
判
権
免
除
に
関
す
る
研
究
」
、
国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
三
巻
三
号
、
四
六
|
四
七
頁
、
五

O
l
五
一
頁
参
照
。
広

瀬
教
授
が
提
唱
さ
れ
る
「
訴
訟
目
的
説
」
に
よ
れ
ば
、
「
訴
訟
目
的
(
訴
訟
上
の
請
求
内
容
い
い
か
え
れ
ば
訴
訟
の
性
質
)
が
国
際
慣
習
法
上
ま
た
は
条
約

上
で
定
っ
て
い
る
特
別
な
保
護
主
体
(
主
権
活
動
主
体
)
の
機
能
を
阻
害
す
る
可
能
性
を
も
っ
場
合
を
除
き
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
外
国
の
国
家
行
為

に
つ
い
て
裁
判
権
を
認
め
る
」
べ
き
で
あ
る
と
し
、
権
利
確
認
・
損
害
賠
償
・
債
務
履
行
等
の
請
求
を
目
的
と
す
る
訴
訟
(
純
粋
に
私
法
事
項
の
実
現
を

内
容
と
す
る
訴
訟
)
に
免
除
を
与
え
る
必
要
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
私
的
行
為
を
私
法
規
律
事
項
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
(
私
法
事
項
免
除
論
)
と

同
一
と
考
え
ら
れ
る
。

(
日
)
コ
-
ロ

Z
E
E
D
E
E
2
F宮
ユ
凹

-
F白
「
呂
町
。
ョ
苫
-
H
m
m
H
印
。
本
件
事
案
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
原
告
(
在
ハ
ン
ブ
ル
グ
の
化
粧
品
製
造
会
社

。・

0
3
=巾
社
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
支
庖
の
代
理
人
)
は
同
社
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
登
録
し
た
商
標
権
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
ご
同
支
庖
地
域
が
チ
ェ
コ
ス

ロ
バ
キ
ア
の
領
土
に
編
入
さ
れ
同
支
庖
は
チ
エ
コ
政
府
に
よ
っ
て
固
有
化
さ
れ
た
。
そ
の
チ
ェ
コ
国
営
会
社
(
被
告
)
は
、
旧
(
オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
会
社

が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
所
有
し
て
い
た
商
標
権
者
と
し
て
、
在
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
原
告
の
取
引
先
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
内
で
当
該
商
標
を
つ
け
て

原
告
の
供
す
る
商
品
を
販
売
し
な
い
よ
う
に
求
め
た
。
原
告
は
こ
れ
を
争
い
、
被
告
に
よ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
領
内
で
の
同
商
標
の
使
用
停
止
を
求
め
る
差

止
命
令
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
に
求
め
、
被
告
が
主
権
免
除
を
主
張
し
た
ケ

i
ス
で
あ
る

OE--
司

5
印

(口
)
Z
-
官
同
印
。

H

由同

(mm)E--
同

)
-
H
出
回

(
川
口
)
ラ
ウ
タ

1
パ
ク
ト
が
提
示
す
る
主
要
諸
国
の
先
例
(
一
九
五
一
年
)
及
ぴ
ホ
ワ
イ
ト
マ
ン
の
判
例
集
(
一
九
六
八
年
版
)
に
照
ら
し
て
そ
の
よ
う
に
言

、
え
よ
う
。
出
「
出
三
巾
吋
司
田
口
E
F
ε

↓宮内

3
・0
Z巾
自
己
目
]
ロ
『
Z
ι
E
C
O
ロ
山
一
【
ヨ
ヨ
ロ
ロ
H
H
F
Z
C
『
司
。
「
色
間
口

m
g
g凹
-
〉
宮
古
巾
口
伝
同
一
』
C

E
三白
-
3・NW円
Z
2
5
汁『巾

ζ
同門門巾『

O
『

」=ュ

a
E
-
o
E二
百
ヨ

E
2
2
2
。門司
2
2
2
凶門主
2
1
N∞
∞
コ
古
田
F

J
同
市
即
『
宮
与
え

Z
Z「
E
g
g
-
円
、
曲
者
(
呂
町

H)e
官官・

Nm印
a
N
E
!日
印
∞
-
日
。

H'Y向
忌
君
主
門
中
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米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

〉
ロ
ロ
ロ
由
一
笠
間
町
印

Z
E
m
G
D「昨日。『司
5
-
E
E円。
E
白片

WOE-Ed司

P
印
問
問
(
呂

ω
ω
1
2
)
-
E・
5
叶
H

∞
∞
(
た
だ
、
外
国
に
駐
留
す
る
軍
隊
の
公
用
中
の
行

為
が
、
一
般
に
領
域
内
の
裁
判
権
か
ら
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
今
日
確
立
し
た
慣
行
で
あ
る
と
い
え
る
。
田
畑
、
前
掲
書
、
三

O
一
頁
。
)

(Mm)ω

〉ロロロ曲一

U
G
Z円。同司
C
E
F
n
E
Z『ロ印門戸
O

口同
-
F
白
唱
の
担
問
内
的
-
4
m
m
w
「由同申
N

日
同
ロ
且
同
叩
N
A
山・百
-

H

∞。

(幻

)
E
-

(
お
)
因
み
に
、
外
国
の
不
法
行
為
が
そ
の
商
業
活
動
に
随
伴
し
て
発
生
す
る
と
き
に
も
、
免
除
許
否
が
経
済
事
項
免
除
論
(
商
業
的
(
不
法
)
行
為
か
否
か

の
概
括
的
区
別
)
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
私
法
事
項
免
除
論
に
依
拠
し
て
決
定
さ
れ
た
の
か
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
先
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
本
文
に

引
用
し
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
事
件
と
同
種
の
ケ

i
ス
で
西
ド
イ
ツ
・
キ
l
ル
地
方
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
(
一
九
五
三
年
)
に
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。
本
件

は
西
ド
イ
ツ
で
運
行
中
の
デ
ン
マ
ー
ク
国
所
有
の
貨
物
車
に
よ
る
人
身
事
故
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ
っ
た
が
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
デ
ン
マ
ー
ク
は
商
業
活
動
に
従
事
し
、
か
つ
純
粋
に
そ
の
国
庫
収
入
を
も
た
ら
す
よ
う
な
性
質
の
活
動
に
従
事
し
な
が
ら
民
事
法
上
の
権
利
・
義
務
を

保
持
す
る
者
の
立
場
に
あ
る
の
で
」
そ
の
主
権
免
除
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
。

ζ
・
玄
巧
E
g
g白
P
告・

2
F
3・
2
目
印
品
。

-
2。・

(
却
)
な
お
、
法
廷
地
固
に
お
け
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
私
法
事
項
免
除
論
の
適
用
を
認
め
う
る
と
す
る
先
例
は
、
本
文
で
ふ
れ
た
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
判
決
(
一
九
六
一
年
)
を
除
い
て
皆
無
の
よ
う
で
あ
る
。

(
ぬ
)
∞
-
m
E
円
Z
コ
再
三
-
ヨ
ロ
F

国
内
唱
。
『
門
(
呂
∞
ω)
・
司
由
・
但
し
、
外
国
に
駐
留
す
る
軍
隊
の
公
用
中
の
行
為
は
別
で
あ
る
。
前
掲
註
(
お
)
参
照
。

(幻

)
E

(
認
)
も
っ
と
も
、
私
法
事
項
免
除
論
の
適
用
は
外
国
の
商
業
活
動
に
関
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
と
し
、
そ
れ
以
外
の
活
動
は
主
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
主
権

的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
判
決
が
な
い
で
は
な
い
。

z
g
=
g
q
o
{
己
同
『
円
O
B
E
ュa
-
2
5ロ
(
の
巾
『
昌
吉
可
)

(

U

白山町

(
5
5
)
-
n
d
o『
〉
官
官
四
回
一
色

印門町一

g
耳
石
-
N
ム】ロ

Z
B
E
D
S
-
E垣
見
。
宮
『
門
凹
(
呂
印
叶
)
・
宅
‘
N
O
∞I
N
S
-
(
但
し
、
本
件
は
自
国
領
域
内
で
の
外
国
軍
隊
の
戦
争
行
為
に
関
す
る
損
害
賠

償
請
求
の
訴
訟
で
あ
る
。
)
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説

米
国
主
権
免
除
法
に
お
け
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為

論

非
商
業
的
不
法
行
為
規
定

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
一
九
七
六
年
に
外
国
主
権
免
除
法

q
R巳
官

∞
O
〈
巾
「
巳
間
口

Z
S
E
E
C巾
凹
〉

2
0『

5
2
)
を
制
定
し
、

そ
れ
ま
で
合
衆

国
裁
判
所
と
行
政
府
(
国
務
省
)

の
問
で
慣
行
の
不
一
致
が
み
ら
れ
た
主
権
免
除
の
範
囲
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
で
に
国
務
省
は
司
法
省
宛

の
文
書
(
一
九
五
二
年
の
テ
イ
ト
・
レ
タ

l
)
で
制
限
免
除
主
義
を
支
持
す
る
旨
の
政
策
を
表
明
し
て
い
た
。
そ
の
政
策
変
更
の
理
由
は
、

主
に
、

一
九
二

0
年
代
以
降
諸
国
が
商
業
活
動
(
と
く
に
政
府
所
有
の
商
船
)
に
つ
い
て
主
権
免
除
を
認
め
な
い
と
す
る
立
場
を
採
用
し
て

き
て
い
る
こ
と
、
及
び
合
衆
国
裁
判
所
で
外
国
の
主
権
免
除
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
合
衆
国
政
府
自
ら
が
そ
の
国
内
法
上
契
約
と
不
法
行
為

(
S
Z
5
2ロ
守
田
己
自
己
門

0
5
の
訴
訟
で
裁
判
に
服
す
る
と
い
う
事
実
と
両
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
政
策
表
明
以

後
に
お
い
て
も
、
免
除
許
否
の
決
定
は
国
務
省
の
一
貫
性
の
乏
し
い
政
治
的
判
断
に
左
右
さ
れ
た
た
め
、
制
限
免
除
主
義
に
基
づ
く
詳
細
な

法
律
規
定
が
必
要
で
あ
る
と
の
判
断
か
ら
主
権
免
除
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
以
下
で
は
ま
ず
、
同
法
で
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為

が
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
免
除
の
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

裁
判
管
轄
権
免
除
に
関
す
る
米
国
主
権
免
除
法
の
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
同
法
制
定
時
に
合
衆
国
が
当
事
国
で
あ
る
条
約
規
定
に
従
う
こ

と
を
条
件
と
し
て
、
外
国
は
連
邦
お
よ
び
州
の
裁
判
管
轄
権
か
ら
免
除
さ
れ
る

(
第
一
六

O
四
条
)
。
し
か
し
、
外
国
は
次
の
二
つ
の
場
合

に
合
衆
国
の
裁
判
管
轄
権
に
服
す
る
。

(
第
一
六

O
二
条
)
。
こ
の
例
外
は
連
邦
議
会

い
ま
一
つ
の
免
除
例
外
は
「
外

一
つ
は
、
外
国
の
商
業
活
動
に
関
す
る
場
合
で
あ
る

に
よ
る
同
法
の
目
的
宣
言
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
が
認
め
る
規
別
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

国
の
裁
判
管
轄
権
免
除
の
一
般
的
な
例
外
」
と
題
す
る
一
規
定
(
第
一
六

O
五
条
)

の
な
か
に
詳
し
く
列
挙
さ
れ
る
。

そ
れ
は
前
述
の
商
業

活
動
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
免
除
事
由
を
具
体
的
に
提
示
す
る
と
と
も
に
、
非
商
業
的
な
免
除
事
由
に
つ
い
て
も
規
定
す
る
。
そ
の
一
つ

北法36(3・16)680 



が
、
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
規
定
(
第
一
六

O
五
条

a
項

5
)
|
|以
下
、
不
法
行
為
規
定
と
よ
ぶ
ー
ー
で
あ
る
。
(
な
お
、

同
法
に
は
商
業
的
不
法
行
為
そ
れ
自
体
に
関
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。
)

こ
の
不
法
行
為
規
定
は
、
外
国
の
商
業
活
動
に
関
す
る
訴
訟
の
場
合
を
除
い
て
、
外
国
の
不
法
行
為

(
g
E
O己
目
白
円
円
。
円
。
呂
田
印
5
D
)
ま
た

は
そ
の
公
務
員
・
被
用
者
が
そ
の
職
務
・
雇
用
の
範
囲
内
で
行
な
っ
た
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
衆
国
国
内
で
生
じ
た
個

人
に
対
す
る
身
体
上
の
損
傷
ま
た
は
死
亡
お
よ
び
財
産
損
害
に
関
す
る
金
銭
賠
償
訴
訟
に
当
該
外
国
の
主
権
免
除
を
認
め
な
い
、
と
す
る
。

そ
の
立
法
趣
旨
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
金
銭
賠
償
を
求
め
る
「
あ
ら
ゆ
る
不
法
行
為
訴
訟
」
(
白
戸

8
2
山
口
氏
富
山
)
に
適
用
可
能
で
あ
っ
て
、

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

「
交
通
事
故
ま
た
は
そ
の
他
の
非
商
業
的
不
法
行
為
(
出
可
出
向
洋
山
内
三
骨
三

2
2
F巾「ロ
g
g
B宮市「門
E

gユ
)
の
被
害
者
が
外
国
を
相
手
に
訴

訟
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
合
衆
国
国
内
で
外
国
に
よ
る
非

商
業
的
不
法
行
為
の
損
害
を
蒙
る
私
人
は
、
右
の
規
定
に
基
づ
い
て
民
事
責
任
訴
訟
(
金
銭
賠
償
訴
訟
)

を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ

た
。
も
っ
と
も
、
次
の
場
合
に
は
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
な
お
主
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
外
固
ま
た
は
そ
の
公

務
員
・
被
用
者
に
よ
る
不
法
行
為
が
そ
の
裁
量
的
機
能
(
回
忌
包

2
5
5『
可

『

5
2
5ロ
)
の
行
使
・
不
行
使
か
ら
生
じ
る
と
き
に
は
、

た
と
え

そ
れ
が
裁
量
濫
用
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
不
法
行
為
に
よ
る
い
か
な
る
請
求
も
認
め
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り

(
同
条

a
項

5
凶
)
、
他

の
一
つ
は
、
悪
意
の
訴
追
手
続
、
訴
訟
手
続
の
濫
用
、
文
書
誹
段
罪
、

口
頭
誹
段
、
不
実
表
示
、
詐
欺
ま
た
は
契
約
上
の
権
利
侵
害
か
ら
生

じ
る
い
か
な
る
請
求
に
つ
い
て
も
訴
訟
を
認
め
な
い
と
す
る
規
定
(
(
同
条

a
項
5
凶
)

で
あ
る
。

そ
れ
は
外
国
の
主
権

免
除
の
範
囲
を
合
衆
国
国
内
で
の
政
府
免
責
の
範
囲
と
同
一
化
す
る
と
い
う
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
量
さ
れ
る
。
実
際
、
右
の
二

の
関
連
規
定
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
と
り
入
れ
て
い
る
。
そ
の
免
除

た
だ
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
お
け
る
免
除
許
与
の
積
極
的
な
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、

つ
の
規
定
は
全
体
と
し
て
連
邦
不
法
行
為
請
求
法
(
一
九
四
六
年
)

法
の
制
定
に
際
し
て
合
衆
国
は
、
非
商
業
的
不
法
行
為
例
外
に
関
す
る
諸
国
の
統
一
的
な
慣
行
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
右
の
国
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内
法
規
定
を
導
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
主
権
免
除
法
上
、
外
国
の
商
業
活
動
に
基
礎
を
お
く
訴
訟
に
つ
い
て
は
「
国
際
法
上
」

主
権
免
除
は
認
め
ら
れ
な
い
と
明
示
的
に
規
定
し
つ
つ
、
他
方
、

そ
の
非
商
業
活
動
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
免
除
否
認
事
由
が
国
際
法
の
規

吾'h.
a岡

則
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
断
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
窺
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
の
否
認
事
由
の
な
か
に
は
国
際
法
上
と

く
に
問
題
と
な
ら
な
い
場
合
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
家
に
よ
る
免
除
放
棄
(
同
条

a
項

1
)
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

相
続
・
贈
与
財
産
お
よ
び
不
動
産
に
関
す
る
訴
訟
(
同
条

a
項
4
)
に
主
権
免
除
を
否
認
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
国
家
慣
行
上
、
異
論
は
な

か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
は
国
際
法
で
一
般
に
認
め
ら
れ
た
免
除
否
認
事
由
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
明
記
す
る
必
要
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
事
情
を
異
に
す
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
関
す
る
十
分
な
国
家
実

践
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
米
国
主
権
免
除
法
は
、
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
広
く
合
衆
国
の
裁
判
管
轄
権
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
る
。
そ
れ

は
、
外
国
行
為
の
私
的
(
職
務
的
)

な
い
し
商
業
的
な
性
質
を
問
う
伝
統
的
な
免
除
観
念
を
排
斥
す
る
も
の
で
あ
り
、
私
法
事
項
免
除
論
の

基
本
的
立
場
に
依
拠
す
る
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
、
外
国
(
機
関
)

の
裁
量
機
能
に
も
と
づ
く
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
な
お
免
除

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
場
合
は
別
と
し
て
、
米
国
主
権
免
除
法
は
基
本
的
に
は
、
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為

の
被
害
者
た
る
私
人
に
金
銭
賠
償
に
よ
る
救
済
の
途
を
提
供
す
る
点
で
重
要
な
意
味
を
有
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
一
事
件
|
|
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
|
|

一
九
八

O
年
の
レ
テ
リ
エ
ル
事
件
で
あ
る
。
主
権
免
除
法
の
施
行
後
、
合
衆

国
国
内
で
提
起
さ
れ
た
不
法
行
為
に
関
す
る
若
干
の
訴
訟
は
外
国
の
商
業
活
動
と
文
書
誹
段
罪
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
件
は
外
国

外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
最
初
の
ケ

i
ス
は
、

の
国
家
機
関
に
よ
る
権
力
活
動
の
一
環
と
し
て
合
衆
国
圏
内
で
発
生
し
た
不
法
行
為
訴
訟
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
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事
実
の
概
要

一
九
七
六
年
、
合
衆
国
ワ
シ
ン
ト
ン
市
内
で
チ
リ
の
元
外
相
レ
テ
リ
エ
ル
の
乗
っ
て
い
る
自
動
車
が
爆
発
し
、
彼
と
同
乗
の
助
手
(
ア
メ

リ
カ
人
女
性
)
が
死
亡
し
た
。
レ
テ
リ
エ
ル
は
、

(
一
九
七
一
年
1

一
九
七
三
年
)

チ
リ
の
ア
ジ
エ
ン
デ
政
権
当
時
に
駐
米
大
使
を
務
め
た

の
ち
外
相
と
な
っ
た
が
、
軍
事
ク
ー
デ
タ
で
本
国
を
追
わ
れ
、
本
件
発
生
時
に
は
ワ
シ
ン
ト
ン
某
研
究
所
長
と
し
て
チ
リ
の
ピ
ノ
チ
ェ
ト
軍

事
政
権
に
反
対
す
る
宣
伝
活
動
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
チ
リ
の
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
て
い
た
。
本
件
被
害
者
の
遺
族
(
原
告
)

は
右
の
事
件
が
チ
リ
政
府
の
命
じ
た
政
治
的
な
暗
殺
行
為
の
一
環
と
し
て
発
生
し
た
と
し
、
同
政
府
お
よ
び
チ
リ
の
秘
密
諜
報
機
関
を
相
手

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

に
米
国
主
権
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
に
も
と
づ
い
て
「
不
法
行
為
に
よ
る
死
亡
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
」
を
合
衆
国
コ
ロ
ム
ピ
ア

地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
。

一
九
七
八
年
、
裁
判
所
は
合
衆
国
国
務
省
を
通
し
て
召
喚
状
お
よ
び
起
訴
状
の
写
し
を
チ
リ
政
府
に
郵
送
し
た

(
同
法
第
一
六
O
八
条

a

項
4
)
が
、
翌
年
チ
リ
政
府
は
外
交
書
簡
に
よ
っ
て
本
件
に
対
す
る
合
衆
国
裁
判
所
の
管
轄
権
を
黙
認
し
な
い
旨
を
回
答
し
て
き
た
。
そ
の

後
、
原
告
の
請
求
に
よ
る
欠
席
裁
判
が
み
と
め
ら
れ
た

(
一
九
七
九
年
)
が
、
本
件
救
済
の
権
利
に
関
す
る
原
告
の
立
証
(
同
法
第
一
六

O

八
条

e
項
)
に
先
立
っ
て
、

チ
リ
政
府
は
再
び
合
衆
国
国
務
省
を
通
じ
裁
判
管
轄
権
の
存
在
を
否
定
す
る
書
簡
を
裁
判
所
に
送
達
し
た
。
こ

の
よ
う
な
チ
リ
政
府
の
行
動
は
、
代
理
人
に
よ
る
正
式
出
廷
を
拒
否
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
あ
る
い
は
裁
判
所
に
対
す
る
直
接
の
答
弁
を

欠
く
と
い
う
理
由
で
正
規
の
司
法
事
務
手
続
(
同
法
第
一
六

O
八
条
)
に
反
す
る
疑
い
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
が
、
裁
判
所
は
た
と
え
非
公
式

な
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、

チ
リ
政
府
が
一
貫
し
て
合
衆
国
の
裁
判
管
轄
権
を
否
認
し
て
き
た
と
い
う
事
実
を
重
視
し
た
。
こ
う
し
て
、

裁
判
所
は
、
す
で
に
み
と
め
た
欠
席
裁
判
は
そ
の
裁
判
管
轄
権
の
存
在
を
肯
定
す
る
意
味
を
有
す
る
が
、

し
か
し
、
本
件
は
主
権
免
除
法
に

基
づ
く
不
法
行
為
損
害
の
救
済
が
始
め
て
正
面
か
ら
主
張
さ
れ
た
ケ
l
ス
で
あ
る
こ
と
、
及
び
裁
判
所
の
司
法
判
断
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は

両
国
の
外
交
関
係
に
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
本
件
の
管
轄
権
問
題
は
関
連
の
証
拠
に
基
づ
い
て
「
十
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分
か
つ
慎
重
に
」
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
こ
の
問
題
の
審
理
を
進
め
た
。
主
権
免
除
に
関
す
る
チ
リ
の
主
張
は
次
の
二
点

で
あ
る
。
付
、

チ
リ
政
府
は
本
件
に
何
ら
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
、
口
、
仮
に
同
政
府
が
関
与
し
て
い
た
と
し
て
も
、
本
件
の
政
治
的
暗
殺

吾ム
話回

行
為
は
「
そ
の
公
的
・
政
治
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」

3
2
2怒
え

宮
σ
一
戸
問
。

2
2
B
g
E
与

R
R斥
こ
か
ら
、
米
国
主
権
免
除
法

に
よ
っ
て
裁
判
免
除
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。

(二)

判
決

裁
判
所
は
右
の
チ
リ
の
主
張
を
斥
け
た
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
次
の
二
点
に
要
約
で
き
る
。

一
つ
は
、
不
法
行
為
規
定
が
公
的
行
為
と
私

的
(
商
業
的
)
行
為
の
区
別
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
も
そ
の
管
轄
権
が
及
ぶ
と
す
る
。
他
の
一
つ

は
、
外
国
の
裁
量
機
能
に
関
す
る
判
断
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
今
少
し
詳
し
く
判
決
を
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
概
要
つ
ぎ
の
よ
う
に

ぃ‘っ。付
、
米
国
主
権
免
除
法
の
い
く
つ
か
の
規
定
は
外
国
に
対
す
る
民
事
訴
訟
に
つ
い
て
連
邦
地
方
裁
判
所
の
第
一
次
的
管
轄
権
を
広
く
認
め
、

そ
の
主
権
免
除
が
認
め
ら
れ
な
い
個
々
の
訴
訟
カ
テ
ゴ
リ
ー
あ
る
い
は
外
国
の
賠
償
責
任
(
巴
与
ニ
ミ
)
が
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
実
体
的
行

為
を
詳
細
に
定
め
る
。
そ
こ
に
同
法
の
主
た
る
特
色
が
あ
る
。
従
っ
て
、
合
衆
国
裁
判
所
は
被
告
国
に
対
す
る
管
轄
権
の
存
否
を
決
定
す
る

た
め
に
原
告
の
主
張
す
る
訴
訟
原
因

(
2
5巾
え

R
Eロ
)
を
綿
密
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
原
告
は
国
際
法
、
コ
モ
ン
・
ロ

l
、

合
衆
国
憲
法
そ
の
他
の
法
律
に
基
づ
く
訴
訟
原
因
に
依
拠
す
る
。
他
方
、
チ
リ
政
府
は
不
法
行
為
規
定
を
設
け
た
議
会
の
意
図
は
「
も
っ
ぱ

ら
自
動
車
事
故
の
よ
う
な
私
法
上
の
不
法
行
為
(
C
己
可
胃
守
山
Z

B三
回
)
」
に
つ
い
て
主
権
免
除
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
の
判
断
で
は
、
右
規
定
の
解
釈
上
、
そ
こ
に
定
め
る
不
法
行
為
が
も
っ
ぱ
ら
「
形
式
上
、
私
的
な
」
行
為
と
し
て
分
類
さ

れ
う
る
も
の
の
み
を
意
図
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
議
会
の
意
図
を
示
す
下
院
報
告
書
で
は
不
法
行
為
規
定
は
「
一
般
的

な
文
言
で
」
交
通
事
故
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
他
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
よ
る
す
べ
て
の
金
銭
賠
償
請
求
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
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た
か
ら
で
あ
る8

口
、
次
に
裁
判
所
は
チ
リ
の
政
治
的
暗
殺
行
為
が
不
法
行
為
規
定
に
お
け
る
裁
量
機
能
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。
外
国
政
府
が

有
す
る
裁
量
機
能
の
免
除
の
範
囲
は
連
邦
不
法
行
為
請
求
法
の
類
推
適
用
に
よ
っ
て
決
定
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
囲
内
先
例
に
よ
れ
ば

「
裁
量
機
能
」
は
「
政
策
的
な
判
断
・
決
定
が
介
在
す
る
余
地
の
あ
る
行
為
」
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
国
家
が
「
違
法
行
為
窓
口
三
巾
岡
田
]

ま
た
は
そ
の
公
務
員
・
機
関
人
に
違
法
な
行
為
を
行
な
わ
せ
る
と
い
う
裁
量
は
決
し
て
存
在
し
な
い
。
」
「
あ
る
外

国
与
を
行
な
う
こ
と
の
、

国
が
ど
の
よ
う
な
政
策
的
判
断
の
自
由
を
有
す
る
と
し
て
も
、

そ
の
外
国
は
国
内
法
と
国
際
法
の
両
方
で
認
め
ら
れ
た
人
道
の
規
則
合
宮

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

七
『
忠
告
2
0『
}
】
ロ
呂
田
三
々
)
に
明
白
に
反
す
る
行
動
を
と
る
よ
う
な
1
i
!す
な
わ
ち
、
結
果
と
し
て
個
人
が
暗
殺
さ
れ
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
た

悪
事
を
犯
す
1
1
1
い
か
な
る
裁
量
も
有
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
要
す
る
に
、
外
国
に
よ
る
暗
殺
行
為
は
合
衆
国
国
内
法
と
国
際
法
に
反
す
る

行
為
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
き
外
国
の
裁
量
(
濫
用
)

は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。

チ
リ
政
府
は
自
国
が
加
害
者
と
し
て
本
件
被
害
者
の
死
亡
に
関
与
し
て
い
た
と
さ
れ
る
請
求
に
主
権
免
除
を

主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
裁
判
所
の
予
備
的
な
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
、
原
告
は
チ
リ
政
府
に
対
す
る
欠
席

裁
判
の
開
始
に
必
要
な
立
証
の
機
会
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。
そ
の
裁
判
で
、
判
決
は
、
チ
リ
政
府
の
被
用
者
は
そ
の
雇
用
の
範
囲
内
で
か
つ

以
上
み
た
よ
う
な
理
由
で
、

チ
リ
政
府
の
公
務
員
の
職
務
権
限
内
の
命
令
の
下
に
、
被
害
者
の
死
亡
に
相
当
因
果
関
係
を
も
っ
違
法
な
加
害
行
為
・
犯
罪
吉
『

gzM田町
Z

で8..
あ g
るさE
c 

'" ロ
0. 

σ 
'" p司令
(!> 
『
色〈

を
行
な
てコ

fこ
と
し
て

チ
リ
政
府
(
及
び
数
名
の
加
害
者
個
人
)

に
対
す
る
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
た
の

(
1
)
N
∞口市古，門的門担件。∞=一一也市主(同市山印
N
)
-

「巾古『
5
z
ι
5
F
E
E
-
A
5
2
m
w
-
J
F芯『ロ
hwc。
口
氏
戸
、
同
声
(
U
ω

印
命
的
自
己
云
巳
2
5
2
-
M
双山
0

・
官
官
印
(
}
N
1
印()品

(2)
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
一
八
二
|
一
八
三
頁
。
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説

(
3
)
同
法
に
つ
い
て
は
、
本
間
治
、
「
一
九
七
六
年
主
権
免
除
法
」
、
外
国
の
立
法
、

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
七
号
、
一
一
七
l
一
一
一
六
頁
。

(4)
図
。
巴
印
。
。
同
町
内
胃
2
2
H門田
E44巾
河
内
官
。
ヱ
Z
。山

X
H
k
g、戸
h
v
h》

N
O
M
H

(
5
)
例
え
ば
、
西
立
野
、
前
掲
論
文
、
一
一
一
一
一
頁

o
c
-
-ハ白
E
-
P
E
g
b
Z
〉
〈
め
同

p
z
-
E
E
E門
町
田
口
早
』
己
「

Z
E
E
2
4。耳
ω三
ω
C
E
F「
ヨ
回
。
身
。
同

E
耳
目
ロ
〉
2
5
5
出
四
回
目
的
門
司
2
2雪
印

E
F
-
-
H∞(リ。一
ZEE-曲
』
え
吋
「
白
ロ
印

E
S
E
-
E者
(
5
3
)
-
3
N
g
i
N印
叶
・
な
お
、
外
国
機
関
は
別
と
し
て
、
外

国
は
懲
罰
的
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
い
(
第
一
六

O
六
条
)
。

(6)
、H，F
m

司め乱
20
白-
H
，
。
『
円
。
}
包
呂
田
〉
門
戸
N

∞
己
的
わ

N

∞∞
C
(
白)
m
w

円三
(
F
)
・

(
7
)
田
畑
、
前
掲
書
、
九
四
頁
。
わ
が
国
の
先
例
(
昭
和
二
九
年
・
東
京
地
裁
)
も
こ
れ
を
認
め
る
。
波
多
野
里
望
、
「
裁
判
権
の
免
除
1

1
日
本
所
在
の

不
動
産
に
関
す
る
訴
訟
」
、
『
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
』
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
一
六
口
万
二
九
七
六
年
)
、
一
六

O

一
六
一
頁
。

(
8
)
な
お
、
合
衆
国
判
例
上
確
立
し
た
裁
判
管
轄
権
行
使
の
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
連
邦
裁
判
所
が
特
定
の
ケ

1
ス
に
つ
き
裁
判
を
行
う
た
め
に
は
、

訴
訟
原
因
た
る
行
為
が
関
連
の
国
内
法
の
適
用
範
囲
内
に
入
る
こ
と
(
対
物
管
轄
権
)
及
び
被
告
に
対
し
て
憲
法
上
の
適
正
手
続
要
件
を
満
た
す
形
で

l
i法
廷
地
図
と
の
最
小
限
の
接
触
の
存
在
・
被
告
に
対
す
る
十
分
な
通
知
と
出
廷
機
会
の
付
与
T

l
現
実
に
裁
判
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
(
対
人
管
轄

権
〉
が
要
件
と
さ
れ
る
。
米
国
王
様
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
は
こ
れ
ら
の
要
件
を
次
の
よ
う
な
形
で
組
み
入
れ
て
い
る
。
前
者
の
要
件
に
つ
い
て
は
、

同
法
が
明
文
で
外
国
に
免
除
を
与
え
な
い
訴
訟
で
あ
る
と
規
定
す
れ
ば
一
般
に
事
物
管
轄
権
は
存
在
す
る
と
し
(
第
一
三
三

O
条

a
項
)
、
か
つ
右
規
定

は
外
面
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
が
合
衆
国
国
内
で
発
生
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
、
さ
ら
に
同
法
は
一
般
に
適
正
な
訴
状
の
送
達
が
外
国
に
対

し
て
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
る
(
第
一
六

O
八
条
)
こ
と
に
よ
っ
て
後
者
の
要
件
を
と
り
入
れ
て
い
る
。
戸
勾
同

3
・
z。，

Ell-Z∞一寸-喜一

zze

平
覚
、
「
米
国
主
権
免
除
法
に
お
け
る
「
商
業
活
動
」
概
念
」
、
商
大
論
集
(
神
戸
商
科
大
)
第
三
五
巻
六
号
、
九

O
l
九
二
頁
参
照
。

(
9
)
契
約
違
反
に
関
す
る
ケ

I
ス
と
し
て
、
。
向
。
可
〈
e
Z
注目。

E-()己
の
O
『
?
品
印
ω
司
的
ロ
旬
司
(
的
O

Z
ペ
呂
寸
∞

)
a
E
E
2
〈
・
の
巾
司
自
白
口
日
口
問
。
『
包
白

z
g
n
s
z『・

自
呂
田
門
立
叶
∞
∞
・
ム
(
)
∞
-zeJ円・∞

2
8
0
2・J『
・
∞
喜

-
p・
5
叶
∞
)
が
あ
る

o
Jヘg
∞g
E
eぐ
0
6
5
〈・

2
2
2
t
司
足
目
的
〉
間
内
口
町
〕
〉
主
ω
司
∞
苦
司
・
∞

S

3
0
z
e
J円。
H
U
4
∞
)
は
、
ソ
ビ
エ
ト
政
府
の
出
版
物
に
よ
る
合
衆
国
国
内
で
の
文
書
誹
致
罪

(5Z)
に
関
す
る
ケ

1
ス
で
あ
る
。
な
お
、

C
司
窓
口
〈
-

開
ヨ
ヨ
2
丘
町
山
口

-Emw
匂
山
口
宮
古

N
2
(
u
o
n
E昌一
)e
白Re
品
。
。
叶
司

N品
名
品
(
ロ
・
(
い
・
(
い
戸
『
呂
斗

mv)は
テ
ヘ
ラ
ン
に
あ
る
イ
ラ
ン
政
府
所
有
の
空
港
タ
ー

ミ
ナ
ル
の
屋
根
の
崩
壊
に
よ
っ
て
合
衆
国
国
民
が
死
傷
し
た
こ
と
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
ケ

l
ス
で
あ
る
が
、
判
決
は
本
件
が
合
衆
国
国
外
で
発
生
し

た
こ
と
を
理
由
に
請
求
を
斥
け
た
。

Z
-
召

N
S
i
N
g
同
様
の
事
案
と
し
て
、
原
告
(
合
衆
国
国
民
)
の
漁
船
が
パ
ハ
マ
領
海
内
で
パ
ハ
マ
国
の
警

北法36(3・22)686 

一
七
巻
二
号
、
六
五
l
八
一
頁
。
西
立
野
園
子
、
「
米
国
主
権
免
除
法
」
、

論



米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

備
船
に
よ
っ
て
発
砲
さ
れ
原
告
子
息
の
蒙
っ
た
身
体
損
害
に
つ
い
て
パ
ハ
マ
国
政
府
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
請
求
し
た
ケ

l
ス
で
、
当
該
損
害
は
合
衆
国

国
外
で
発
生
し
た
と
し
て
、
主
権
免
除
を
認
め
た

2
2
N
〈・↓

Z
E
E
E
B
主
N
H
Y
E宅・

5
0∞
(
呂
∞
。
)
・
召
・

5
5
5
H
H
が
あ
る
。

(
叩
)
孟
∞
司

ω
吾
司
品
。
印
(
呂
∞
5
・
3

2
印
1
2。一
Z

ベ
d
s
gヨ
Z
。〈

ω
0
・
5
3
-
R
〉
戸
円
。
一

ω
な
お
、
合
衆
国
の
裁
判
管
轄
権
が
原
告
の
市
民
権
に

左
右
さ
れ
な
い
こ
と
は
確
立
し
た
原
別
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
平
覚
、
「
国
家
契
約
に
お
け
る
仲
裁
と
ア
メ
リ
カ
主
権
免
除
法
弓
白
〉
)
」
早
稲
田
大
学
大
学

院
法
研
論
集
第
二
九
号
、
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
日
)
ム
∞
∞
『
凶
E

司司

G
G
印(]戸山∞
O
)
e

司
司
。
。
。
l
m山由∞-

(
M
U
)
Z
-
百

合

斗

同

(日
)
-
p・
2
y⑦
小
川

Y
A凶
4
H
a

(弘

)
E
2
3・2
H
2
N
こ
の
点
で
、
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
が
私
法
事
項
免
除
論
の
一
般
的
適
用
を
認
め
た
と
す
る
見
解
と
し
て
、
の
戸
∞
包
ア
£

2
3ニ
ザ

〈m-o-)H
固め口昨日一口円
F
m
O
可口田口=口出。『

mC〈
2
・2
間口同
g
E
E
E
門司
-2ω
。
〉
ヨ
・
]

O

『(
U
D

ヨ
古
田
「
目
立
〈
巾
戸
曲
者
(
]
戸
川
w

∞
NY
円y
め吋。

(
日
)
品
∞
∞
司
・

ω己司司・品目印
(
H
ψ

∞
。
)
・
百
出
叶
ω・

(
日
)
冨

(
げ
)
な
お
、
チ
リ
は
主
権
免
除
を
求
め
る
第
三
の
理
由
と
し
て
、
暗
殺
行
為
は
チ
リ
国
内
で
計
画
さ
れ
実
施
さ
れ
た
公
的
な
試
み
を
Zu--
円
Z
E
C
Z凹
)
で
あ

る
の
で
そ
の
行
為
は
国
家
行
為
理
論
に
よ
っ
て
合
衆
国
の
裁
判
管
轄
権
か
ら
免
除
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
判
決
は
チ
リ
の
行
為
は
そ
の
囲
内
で

実
行
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
原
告
の
主
張
す
る
チ
リ
政
府
機
関
の
活
動
か
ら
合
衆
国
国
内
に
不
法
行
為
損
害
(
ぢ
ユ

5
5
2員
三
が
発
生
し
た

と
す
れ
ば
、
本
件
に
国
家
行
為
理
論
は
適
用
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

E
-
百品、吋品・

(凶

)
Z
-

(山口)印(〕
N

司
印
口
百
回
)

(

U

U

(

U

H

ゆ∞む)占司
-
N
品。・
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E見

レ
テ
リ
エ
ル
判
決
に
お
け
る
若
干
の
論
点

奇心、
白岡

こ
こ
で
は
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
で
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

不
法
行
為
規
定
の
特
殊
性

繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
合
衆
国
国
内
に
お
け
る
外
国
の
非
尚
業
的
不
法
行
為
は
、

一
般
に
合
衆
国
の
第
一
次
的
裁
判
管
轄
権
に
服
す

る
。
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
は
、
こ
の
基
本
原
則
を
不
法
行
為
規
定
の
文
言
お
よ
び
そ
の
立
法
趣
旨
に
照
ら
し
て
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

え
る
。
判
決
が
い
う
よ
う
に
、
合
衆
国
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
が
公
的
行
為
か
私
的
行
為
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
主
張
は
、
不
法
行
為
規
定
そ
れ
自
体
の
「
用
語
の
通
常
の
意
味
」

(
5
1白
5
-
S四
E
m巾
)
に
反
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
そ

の
規
定
か
ら
当
然
に
帰
結
さ
れ
る
結
論
で
は
あ
る
が
、
そ
の
基
本
的
立
場
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い

て
は
伝
統
的
な
免
除
観
念
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
っ
て
、
合
衆
国
で
訴
訟
原
因
と
な
る
不
法
行
為
が
外
国
の
主
権
的
活
動
に
伴
っ
て

生
じ
た
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、
当
該
(
不
法
)
行
為
は
免
除
許
与
の
対
象
と
な
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、

伝
統
的
免
除
観
念
を
前
提
と
し
つ
つ
制
限
免
除
主
義
の
法
典
化
を
実
現
し
た
米
国
主
権
免
除
法
に
お
い
て
、
不
法
行
為
規
定
が
特
殊
な
地
位

を
占
め
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

た
だ
、
学
説
上
、
合
衆
国
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
は
な
お
公
的
行
為
と
私
的
(
商
業
的
)
行
為
の
区
別
を
前
提
と
す
る
免
除
否
認
事

由
と
捉
え
る
見
方
が
な
い
で
は
な
い
。
確
か
に
、
同
法
制
定
に
際
し
て
、
合
衆
国
議
会
で
は
、
不
法
行
為
規
定
を
他
の
免
除
否
認
事
由
と
特

を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
被
告

国
は
そ
の
原
告
の
請
求
が
自
国
の
公
的
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
べ
き
責
任
を
負
う
と
考
え
ら
れ
た
経
緯
も
あ
る
。
し
か

に
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

ひ
と
た
び
原
告
が
主
権
免
除
法
の
否
認
事
由
(
第
一
六

O
五
条
l
第
一
六

O
七
条
)
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し
、
こ
う
し
た
見
方
が
合
衆
国
囲
内
で
の
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
公
的
行

為
に
関
す
る
立
証
は
、
問
題
の
不
法
行
為
が
明
白
に
外
国
(
被
告
国
)

の
領
域
内
で
行
な
わ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
前
述
の
裁
量
機
能
に
関

連
し
て
為
さ
れ
た
場
合
に
の
み
有
効
性
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
(
も
っ
と
も
、
原
告
が
合
衆
国
圏
内
で
外
国
に
よ
る
非
商
業
的
不
法
行
為

が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
一
応
の
証
拠
(
胃
E
E
P門
戸
市
町
三
母
日
巾
)
に
よ
っ
て
立
証
し
え
な
い
と
き
に
も
、
外
国
の
行
為
は
公
的
行
為
に
関
係
す

る
と
い
う
推
定
を
、
つ
け
る
も
の
で
あ
る
が
。
)

い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
国
の
権
力
活
動
に
伴
う
不
法
行
為
に
そ
の
公
的
性
質
を
理
由
に
免
除
を

認
め
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
本
件
判
決
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
正
し
い
見
方
と
は
い
え
な
い
。
不
法
行
為
規
定
は
、
原
則
と
し
て
外

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

国
行
為
の
目
的
・
性
質
を
考
慮
す
る
形
で
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
外
国
の
商
業
的
不
法
行
為
の
位
置
づ
け
に
若
干
言
及
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
米
国
主
権
免
除
法
で
は
、
先

に
み
た
と
お
り
、
外
国
の
裁
判
権
免
除
は
商
業
活
動
に
関
す
る
限
り
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
な
い

(
第
一
六

O
二
条
)

と
さ
れ
、
そ
れ
を
受

け
る
形
で
「
訴
訟
が
外
国
に
よ
っ
て
合
衆
国
国
内
で
営
ま
れ
る
商
業
活
動
を
基
礎
と
す
る
場
合
」
等
に
は
、
当
該
外
国
は
合
衆
国
の
裁
判
管

轄
権
に
服
す
る
と
さ
れ
る
(
第
一
六

O
五
条

a
項
2
)
。
こ
の
規
定
が
外
国
の
商
業
的
不
法
行
為
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ

の
先
例
上
、
免
除
許
否
の
基
準
は
経
済
事
項
免
除
論
に
よ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
不
法
行
為
責
任
に
関
す
る
訴
訟
で
あ
る
こ
と
に
依
拠
す
る
場

も
あ
る
。
か
か
る
基
準
の
不
統
一
は
、
右
の
商
業
活
動
に
関
す
る
規
定
が
商
業
的
「
不
法
行
為
」
を
直
接
の
規
制
対

ム
口
(
私
法
事
項
免
除
論
)

象
と
し
な
い
こ
と
に
因
る
。
か
く
て
、
外
国
の
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
米
国
主
権
免
除
法
上
、
前
述
の

私
的
)
行
為
性
質
に
関

す
る
こ
つ
の
見
方
が
妥
当
す
る
と
い
え
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
は
非
商
業
的
不
法
行
為
規
定
の
意
義
を
過
小
評
価
す
べ
き
理
由
と
は
な

ら
な
い
。
そ
の
規
定
は
、
外
国
の
権
力
活
動
に
随
伴
す
る
物
的
損
害
に
つ
い
て
も
被
害
者
の
救
済
を
認
め
る
こ
と
に
存
在
理
由
が
求
め
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
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説

外
国
行
為
の
属
地
的
違
法
性

と
こ
ろ
で
、
米
国
主
権
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
は
、
国
際
法
に
お
け
る
主
権
免
除
問
題
の
再
検
討
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
主

吾之、

ロ岡

権
免
除
の
原
則
は
、
国
家
が
主
権
を
有
し
相
互
に
平
等
で
あ
る
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
国
家
及
び
そ
の
固
有
財
産
に
つ
い
て
は
当
然
に
認
め

ら
れ
る
規
則
と
し
て
説
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
法
廷
地
国
の
主
権
を
完
全
に
排
除
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
問
題
は
、

外
国
の
不
法
行
為
に
対
す
る
領
域
主
権
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
譲
歩
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
、

で
あ
る
。
そ
の
不
法
行
為
が
領

域
国
で
行
な
わ
れ
る
な
ら
ば
、
領
域
主
権
に
基
づ
く
裁
判
管
轄
権
の
行
使
が
優
位
す
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
時
、
主
権
免
除
の
原
則
に
関
連
し
て
そ
の
よ
う
な
領
域
主
権
の
優
位
を
解
く
見
解
が
少
な
く
な
い
。
シ
ン
ク
レ
ア
(
日
・
∞
百
円

E
円
)
に
よ

れ
ば
、
主
権
免
除
は
一
般
に
領
域
管
轄
権
と
い
う
支
配
的
な
原
則
に
対
す
る
例
外
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
免
除
許
否
の
核

心
は
領
域
主
権
に
有
利
な
推
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
み
る
。
と
く
に
、
彼
は
外
国
の
主
権
的
権
利
を
領
域
国
(
法
廷
地
国
)
内
で
保
護

す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
限
定
し
て
そ
の
免
除
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
領
域
主
権
の
優
位
を
前
提
に
、
そ
う
し
た
「
機
能
的
必
要

性
」
(
円

Z
P
R
c
o
s
-
ロ
巾
包
)
に
応
じ
た
主
権
免
除
の
範
囲
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
外
国
の
不

法
行
為
・
犯
罪
に
関
連
す
る
形
で
積
極
的
に
展
開
す
る
の
が
エ
ス
ク
リ
ッ
ジ
(
ぎ

-z-F可
王
将
・
』
こ
で
あ
る
。
彼
は
、

レ
テ
リ
エ
ル
判
決
に

論
及
し
つ
つ
、
他
国
領
域
内
に
お
け
る
外
国
の
犯
罪
行
為

B
E官
民
Z
ヨヌ

g
g
B
Eご
コ
ヨ
2)
は
本
来
的
に
主
権
免
除
の
対
象
と
な
る

「
公
的
性
質
」
を
有
し
て
い
な
い
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
制
限
免
除
主
義
に
よ
れ
ば
、
国
家
は
一
般
に
そ
の
主
権
の
正
当
な
行
使
(
公

的
行
為
)

に
つ
い
て
外
国
の
裁
判
権
か
ら
免
除
さ
れ
る
が
、
こ
の
行
為
は
当
該
国
家
の
公
益
(
℃
与

-RZ-『
白
互
に
資
す
る
よ
う
な
統
治
権

の
行
使
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、

そ
の
公
的
福
祉
の
追
求
が
他
国
領
域
内
で
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
そ
の
領
域
主
権
に
服
す
る

の
で
あ
っ
て
、
自
国
の
公
的
政
策
を
他
国
領
域
内
で
か
つ
そ
の
他
国
の
主
権
的
制
度
に
反
す
る
よ
う
な
仕
方
で
実
施
す
る
(
犯
罪
)
行
為
は

最
初
か
ら
主
権
免
除
の
対
象
と
な
り
え
な
い
と
い
う
。
シ
ン
ガ
ー
三
・

ω百
四
角
)
も
、
レ
テ
リ
エ
ル
事
件
に
言
及
し
つ
つ
、
同
様
の
見
解
を
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主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
他
国
領
域
内
で
そ
の
許
可
な
し
に
、
自
国
の
行
政
・
司
法
的
執
行
制
度
の
「
何
ら
か
の
部
分
を
押
し
つ

け
て
は
な
ら
な
い
(
自
宅

g
t
z
z
pこ
こ
と
は
国
際
法
上
、

一
般
に
同
意
さ
れ
て
い
る
と
し
、
領
域
国
が
明
示
的
ま
た
は
暗
黙
の
同
意
を

与
え
て
い
な
い
当
該
領
域
国
内
で
の
外
国
の
主
権
活
動
は
法
廷
地
国
の
裁
判
管
轄
権
か
ら
免
除
さ
れ
な
い
行
為

(
Z
E
Z
E
守
口
豆
互
恒
三
と

み
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
領
域
国
の
同
意
が
国
際
慣
行
、
関
係
国
間
の
条
約
・
行
政
協
定
、
そ
し
て
領
域
国
の
法
律
・
司
法
先
例
と

の
行
使
に
有
利
な
推
定
が
作
用
し
、
外
国
の
行
為
に
免
除
許
与
を
可
能
な
ら

し
め
る
公
的
(
主
権
的
)
性
質
を
認
め
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
主
権
免
除
観
念
の
下
で
は
国
家
が
一
般
に

い
っ
た
淵
源
に
表
明
さ
れ
な
い
限
り
、
領
域
主
権
(
裁
判
権
)

免
除
を
自
発
的
に
放
棄
し
応
訴
し
た
場
合
に
、
法
廷
地
図
が
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
最
近
の
学
説
は
、
他

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

国
領
域
内
の
外
国
の
不
法
行
為
・
犯
罪
に
対
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
領
域
国
の
裁
判
管
轄
権
の
行
使
に
有
利
な
推
定
を
認
め
る
方
向
に
あ
る

井
」
い
、
ぇ
ト
ー
で
つ
。

そ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
外
国
の
不
法
行
為
・
犯
罪
は
原
則
と
し
て
法
廷
地
国
の
裁
判
管
轄
権
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
規
制
対
象

と
な
る
行
為
が
法
廷
地
囲
内
で
実
施
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
国
の
公
序
を
害
す
る
か
、
明
ら
か
に
国
際
法
に
違
反
す
る
場
合
、
法
廷
地
国
の
裁

判
管
轄
権
の
行
使
は
何
ら
一
般
国
際
法
と
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い

属
地
主
義
)
。
米
国
主
権
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
は
、
基
本
的
に

は
こ
の
よ
う
な
属
地
主
義
の
観
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
規
定
は
、
少
な
く
と
も
合
衆
国
の
国
内
公
序

に
反
す
る
と
主
張
さ
れ
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
対
し
て
、

そ
の
行
為
主
体
の
地
位
(
外
国
国
家
又
は
そ
の
機
関
)

を
考
慮
す
る
こ

と
な
く
、
い
わ
ば
当
該
行
為
の
属
地
的
違
法
性
に
基
づ
く
裁
判
管
轄
権
の
行
使
を
認
め
る
。
(
国
際
法
違
反
の
場
合
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
)

現
行
国
際
法
は
そ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
国
内
法
を
積
極
的
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
法
廷
地
国
は
原
則
と
し
て
そ
の

領
域
内
の
外
国
の
不
法
行
為
に
裁
判
管
轄
権
を
行
使
し
う
る
と
し
て
も
、

そ
れ
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
領
域
国
が
免
除
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
特
殊
な
場
合
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
現
在
、
こ
れ
に
関
す
る
学
説
・
国
家
の
実
行
は
必
ず
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説

し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
次
の
場
合
に
免
除
許
与
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
一
般
に
異
論
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
相
互
に
、
他
国
領

きム
ロ岡

域
内
に
お
け
る
一
定
の
不
法
行
為
訴
訟
を
法
廷
地
国
の
裁
判
管
轄
権
か
ら
免
除
す
る
こ
と
に
特
別
に
合
意
す
る
と
き
は
、
主
権
免
除
に
関
す

る
国
内
法
規
定
は
当
然
に
適
用
さ
れ
な
い
。
な
お
、
外
国
が
そ
の
自
国
領
域
内
で
行
な
う
立
法
行
為
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
行
政
措
置
(
例
え

ば
、
外
国
人
の
追
放
)
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
上
主
権
免
除
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
客
観
的
に
か

で
あ
る
。

つ
最
初
か
ら
(
白
σ
E
E
C
)
法
廷
地
国
の
属
地
的
裁
判
権
が
行
使
さ
れ
え
な
い
主
権
事
項
(
公
的
行
為
)

と
こ
ろ
で
、
右
の
場
合
は
別
と
し
て
、
外
国
の
不
法
行
為
に
関
す
る
主
権
免
除
の
具
体
的
範
囲
な
い
し
限
界
は
未
だ
不
明
瞭
で
あ
る
が
、

一
般
に
、

そ
の
行
為
に
対
し
て
法
廷
地
図
の
領
域
主
権
の
優
位
を
是
認
す
る
立
場
は
、
侵
害
行
為
地
に
お
け
る
個
人
法
益
の
司
法
的
保
護
を

重
視
す
る
見
方
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
本
認
識
は
、
こ
こ
で
の
主
題
に
関
す
る
領
域
主
権
優
位
の
観
念
に
積
極
的
な
意
味
内
容
を

付
与
す
る
も
の
と
し
て
無
視
し
え
な
い
。
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
に
よ
れ
ば
、
外
国
の
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
訟
が
法
廷
地
国
の
裁
判
に
服
す
る

と
い
う
こ
と
は
「
多
く
の
場
合
、
直
接
に
は
」
当
該
外
国
の
主
権
活
動
を
妨
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
法
廷
地
国
は
そ
の
領
域
内
に
存
在
す

る
個
人
(
外
国
人
を
含
む
)
の
生
命
・
身
体
及
び
財
産
を
外
国
の
不
法
行
為
か
ら
保
護
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
彼

は
、
そ
の
不
法
行
為
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
(
主
に
被
害
者
)
の
便
宜
、
因
果
関
係
の
確
定
・
賠
償
額
の
評
価
な
ど
の
具
体
的
諸
要
因
を
考

量
す
る
な
ら
ば
、
法
廷
地
国
(
損
害
発
生
地
)

の
裁
判
所
が
関
係
当
事
者
に
と
っ
て
最
も
合
理
的
か
つ
迅
速
な
司
法
救
済
を
提
供
し
う
る
場

で
あ
る
と
い
う
。
か
く
て
、
現
代
の
福
祉
国
家
は
こ
の
よ
う
な
救
済
を
与
え
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
と
し
、
法
廷
地
固
に
お
け
る
不
法

行
為
訴
訟
は
、
そ
の
加
害
者
が
外
国
で
あ
れ
、
損
害
の
発
生
し
た
国
家
で
裁
判
に
付
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
(
∞

F
E
E
Z
F
o
g
-
-
三
5I

E
円
包
豆
町
)
と
す
る
。
同
様
の
見
解
は
、
ラ
ウ
タ

1
パ
ク
ト
に
み
ら
れ
る
。
彼
は
、
国
家
元
首
相
互
間
で
尊
重
さ
れ
た
伝
統
的
な
免
除
観
念

2
2
E
Z
。ご

F2)巾「印
O
ロ
巳

E
B
Z
E
q
丘
町

g
r
o円∞
S
斥
印
)
は
「
主
権
者
が
そ
の
同
意
な
く
し
て
自
己
の
裁
判
所
で
訴
え
ら
れ
う
る
」
と

い
う
現
代
法
治
国
家
の
基
本
観
念
に
背
馳
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
主
権
平
等
の
原
則
の
論
理
的
帰
結
は
、
各
国
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領
域
内
に
お
け
る
立
法
・
行
政
行
為
の
相
互
承
認
に
限
ら
れ
る
の
が
原
別
で
あ
り
、
他
国
領
域
内
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
(
及
び
契
約

違
反
)
に
そ
の
領
域
国
が
裁
判
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
当
該
外
国
の
主
権
活
動
を
い
さ
さ
か
も
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
法
廷

地
国
が
国
内
法
上
、
自
国
政
府
の
国
家
責
任
の
成
立
を
認
め
る
場
合
、
そ
の
領
域
内
の
外
国
の
不
法
行
為
を
裁
判
免
除
す
る
こ
と
は
、
法
廷

地
国
に
お
け
る
通
常
の
司
法
機
能
(
す
な
わ
ち
「
法
の
支
配
」
(
「

zr
。
ご
白
老
)
の
原
則
)
を
否
定
す
る
効
果
を
有
す
る
と
し
て
、
領
域
主
権

の
侵
害
に
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幾
分
見
方
の
相
違
は
あ
る
が
、
法
廷
地
固
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
に
裁

判
免
除
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
当
該
外
国
の
主
権
作
用
を
致
損
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
被
害
者
に
対
す
る
司
法
的
救
済
の
承
認

は
法
廷
地
国
裁
判
所
に
期
待
さ
れ
る
一
般
的
要
請
で
あ
る
と
捉
え
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
外
国
行
為
の
属
地
的
違
法
性
を
理
由
に
法
廷
地
国

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

の
囲
内
的
司
法
作
用
の
優
位
を
認
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
主
権
免
除
の
具
体
的
範

囲
は
法
廷
地
国
の
通
常
の
裁
判
に
よ
る
被
害
者
個
人
の
生
活
利
益
の
保
護
と
の
関
係
で
一
層
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
領
域
主
権
の
観
念
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
廷
地
固
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
に
裁
判
免
除

を
否
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
領
域
主
権
の
行
使
を
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
是
認
す
る
の
が
、

米
国
主
権
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
で
あ
る
。
(
な
お
、
ど
の
よ
う
な
非
商
業
的
不
法
行
為
が
合
衆
国
の
領
域
主
権
に
係
わ
る
も
の
と
み
る

べ
き
か
、
な
お
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
後
に
若
干
論
及
す
る
。
)

米
国
主
権
免
除
法
と
国
際
違
法
行
為

レ
テ
リ
エ
ル
判
決
は
、

チ
リ
の
政
治
的
暗
殺
行
為
が
囲
内
法
と
国
際
法
の
人
道
上
の
規
則
に
違
反
す
る
と
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
合
衆

国
は
原
則
と
し
て
そ
の
領
域
内
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
対
し
て
裁
判
管
轄
権
を
行
使
し
う
る

属
地
主
義
)
が
、
米
国
主
権
免
除
法
と
の

関
連
で
、
国
際
法
違
反
を
唯
一
の
理
由
(
請
求
原
因
)

と
し
て
、
合
衆
国
の
裁
判
管
轄
権
が
及
ぶ
と
い
え
る
か
否
か
が
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
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説

れ
ば
な
ら
な
い
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
が
当
事
国
と
な
っ
て
い
る
現
行
条
約
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
外
国
は
合
衆
国
の
裁
判
管

轄
権
か
ら
免
除
さ
れ
る

(
第
一
六

O
四
条
)
。
他
方
、
別
の
規
定
は
「
い
ず
れ
か
の
適
用
可
能
な
条
約
」
に
よ
っ
て
外
国
に
裁
判
管
轄
権
免

論

(
第
一
三
三

O
条

a
項
)
。
従
っ
て
、
主
権
免
除
法
上
、
同
法
制
定
後
の
条
約
の
適
用
が
排

除
さ
れ
る
の
か
否
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
い
え
よ
う
。
が
、
そ
の
制
定
時
に
提
出
さ
れ
た
下
院
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
将
来
の
国
際

(
剖
}

条
約
」
が
合
衆
国
憲
法
(
第
六
条
二
項
)
に
よ
っ
て
主
権
免
除
法
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
と
し
、
ま
た
米
国
主
権
免
除
法
の
「
制
度
は
国

際
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
基
準
を
編
入
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
米
国
主
権
免
除
法
が
そ
の
制
定
以
降
の
国
際
法
の
内

除
の
権
利
が
与
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
す
る

容
に
適
合
す
る
形
で
運
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
議
会
の
意
図
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
不
法
行
為
規
定
が
国

際
法
違
反
の
事
実
の
み
を
請
求
原
因
と
す
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
を
当
然
に
そ
の
規
制
対
象
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
ホ

l
ン
ス
テ
ィ
ン
(
』
云
・
図
。

E
印
丹
市
田
口
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

レ
テ
リ
エ
ル
判
決
は
、
合
衆
国
国
内
で
生
じ
る
「
国
際
法
違
反
と
い

う
事
実
だ
け
で
」
(
印
〈
5
E
E
C
口。同

E
Z吋

E
g
E二
回
岩
山

-gm)
主
権
免
除
法
に
基
づ
く
合
衆
国
の
裁
判
権
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て

判
示
し
て
い
な
い
。

右
の
問
題
は
、
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
法
の
適
用
・
執
行
に
関
連
す
る
主
題
で
も
あ
る
。
学
説
上
、
国
際
法
は
一
般
に
囲
内
裁
判
所

A

出
}

が
そ
の
領
域
の
内
外
で
発
生
す
る
国
際
法
違
反
の
取
り
扱
い
方
に
は
直
接
に
は
関
与
し
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
国
際
法
違

反
の
外
国
国
家
の
行
為
に
免
除
を
否
認
す
る
場
合
と
し
て
主
権
免
除
法
に
明
記
さ
れ
る
の
は
、
外
国
の
商
業
活
動
及
び
財
産
の
収
用
に
関
す

(
第
一
六

O
二
条
お
よ
び
第
一
六

O
五
条

a
項
3
)
。
そ
の
た
め
、
国
際
法
違
反
の
外
国
の
行
為
に
主
権
免
除
を
認
め

る
か
否
か
に
関
す
る
慣
行
は
、
外
国
の
領
域
内
に
お
け
る
財
産
収
用
の
ケ
l
ス
を
除
い
て
他
に
存
在
し
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
圏
内

る
場
合
の
み
で
あ
る

裁
判
所
で
国
際
法
違
反
が
主
張
さ
れ
、
か
っ
そ
の
裁
判
管
轄
権
の
基
礎
が
存
在
す
る
と
き
に
、
外
国
に
対
す
る
裁
判
権
の
行
使
が
国
際
法
上

許
さ
れ
な
い
と
す
る
理
由
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
米
国
主
権
免
除
法
が
同
法
の
枠
内
で
処
理
す
べ
き
国
際
法
違
反
を
明
文
上
、
合
衆
国
国
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民
の
財
産
権
侵
害
の
場
合
に
限
定
し
た
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
そ
の
他
の
国
際
法
違
反
の
行
為
に
つ
い
て
も
主
権
免
除
の
排
除
を
説
く
見

(E) 

解
は
少
な
く
な
い
。
ウ
ェ

1
パ
l
は
、
次
の
理
由
で
国
際
法
違
反
の
行
為
に
主
権
免
除
の
適
用
を
否
定
す
る
。
国
際
法
違
反
の
請
求
が
あ
る

と
き
、
違
反
国
の
訴
訟
免
除
を
認
め
る
こ
と
よ
り
も
、

そ
の
国
家
に
対
し
て
法
(
国
際
法
)

を
執
行
す
る
こ
と
が
国
際
社
会
に
と
っ
て
よ
り

重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
行
の
国
際
法
秩
序
は
、
領
域
外
効
果
を
伴
う
主
権
行
為
を
国
際
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
行
為
に
限
定
す
る

か
っ
そ
の
よ
う
な
法
的
規
制
は
被
害
固
に
よ
る
政
治
的
制
裁
で
は
な
く
、
そ
の
国
内
裁
判
所
を
通

し
て
画
一
的
に
、
ま
た
多
く
の
国
際
的
摩
擦
を
伴
わ
ず
に
実
施
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
要
す
る
に
、
国
際
社
会
が
国
際
法
を
執
行

こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

す
る
た
め
に
囲
内
裁
判
所
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
国
際
法
違
反
が
問
わ
れ
る
ケ

i
ス
に
対
し
て
国
内
裁
判
所
の
権
限
は
限
定
さ
れ
る
べ
き

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
特
定
の
国
内
免
除
法
の
規
定
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
主
権
免
除
は
外
国
の
国
際
法
違

反
を
請
求
原
因
と
す
る
訴
訟
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
を
積
極
的
に
評
価
す
る
の
が
ポ

l
ス
ト
(
こ
℃
き
き
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
米
国
主
権
免
除

法
の
不
法
行
為
規
定
は
、
商
業
活
動
に
関
す
る
諸
規
定
と
異
な
り
、
「
国
際
法
」
に
明
示
的
に
言
及
し
な
い
が
、
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
は
国
際
法

に
違
反
す
る
と
さ
れ
る
外
国
機
関
の
行
為
に
主
権
免
除
を
否
認
す
る
と
い
う
新
し
い
「
司
法
的
解
釈
」

C
E吉
弘
日
斥
召
2
5
z。
三
を
導
き

出
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
と
す
る
。
こ
と
に
彼
は
、
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
が
合
衆
国
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
訴
訟
に
一
定
の
役
割
を
は
た

す
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
国
違
憲
章
は
米
国
主
権
免
除
法
(
第
一
六

O
四
条
)

で
適
用
可
能
と
さ
れ
る
国
際
条
約
で
あ
り
、
か
つ

重
大
な
人
権
侵
害
行
為
(
生
命
・
自
由
の
恋
意
的
剥
奪
な
ど
)
を
禁
止
す
る
の
で
、
か
か
る
条
約
違
反
の
行
為
に
主
権
免
除
は
認
め
ら
れ
な

(
盟
}

い
こ
と
に
な
ろ
う
と
み
る
。
確
か
に
、
米
国
主
権
免
除
法
が
国
際
条
約
の
適
用
可
能
性
を
予
見
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
「
合
衆
国
裁
判
所
が

そ
の
裁
判
に
お
い
て
国
際
法
を
適
用
す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
」
(
一
九
五
九
年
・
イ
ン
タ
ー
ハ
ン
デ
ル
事
件
判
決
)
に
鑑

必
要
な
と
き
は
、

み
る
と
、

ポ
l
ス
ト
の
立
論
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
の
国
際
人
権
侵
害
の
行
為
は
国
際
社
会
で
一
般
的
に
違
法
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説

と
さ
れ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
行
為
の
具
体
的
内
容
は
必
ず
し
も
確
定
し
て
い
な
い
。
学
説
上
、
各
国
の
国
内
法
で
同
一

呈δ、
雨爾

の
内
容
を
有
し
か
っ
各
国
の
裁
判
所
で
客
観
的
適
用
が
可
能
な
不
法
行
為
の
他
に
、
国
際
法
で
一
般
に
非
難
さ
れ
る
国
家
の
行
為
(
例
え
ば
、

(
回
)

殺
人
、
拷
問
)
に
つ
い
て
も
主
権
免
除
を
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
エ
ス
ク
リ
y
ジ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
行
為
は

た
と
え
国
家
の
政
治
的
動
機
か
ら
行
な
わ
れ
る
と
し
て
も
、
違
法
で
あ
る

Z
g諸
問
三
)
と
す
る
国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
す
る
か
ら

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
で
言
及
さ
れ
た
国
際
的
「
人
道
の
規
則
」
の
具
体
的
内
容
と
も
関
連
す
る
論
点
で
あ

り
、
合
衆
国
裁
判
所
に
よ
る
一
層
の
明
確
化
が
期
待
さ
れ
る
。
米
国
主
権
免
除
法
が
免
除
許
否
の
決
定
を
司
法
裁
判
所
の
専
属
事
項
と
し
た

こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
の
国
際
違
法
行
為
の
取
り
扱
い
は
と
く
に
注
目
さ
れ
よ
う
。

四

外
国
機
関
の
裁
量
免
責
の
範
囲

米
国
主
権
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
に
よ
れ
ば
、
外
国
の
裁
量
機
能
に
係
わ
る
い
か
な
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
も
例
外
的
に
主
権
免

除
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
合
衆
国
国
内
で
外
国
機
関
の
公
的
職
務
の
遂
行
を
妨
害
す
る
よ
う
な
賠
償
請
求
訴
訟
を
排
除
す
る
ね
ら
い
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
合
衆
国
圏
内
で
の
ど
の
よ
う
な
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
外
国
の
裁
量
機
能
が
認
め
ら
れ
る
か
で
あ

る
。
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
は
こ
の
問
題
を
一
般
的
な
形
で
論
ず
る
こ
と
な
く
、
単
に
チ
リ
の
暗
殺
行
為
に
違
法
性
が
あ
る
と
し
て
裁
量
を
認
め

る
余
地
は
な
い
と
し
た
。
少
な
く
と
も
不
法
行
為
規
定
の
形
式
上
、
合
衆
国
国
内
に
お
け
る
外
国
の
す
べ
て
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
裁
量

免
責
を
否
定
す
る
こ
と
は
正
し
い
解
釈
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
右
の
裁
量
規
定
の
適
用
を
始
め
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

学
説
上
、

そ
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
み
る
べ
き
論
及
は
な
い
が
、

パ
ド
ル
(
の
-Z-
∞
邑
「
)
に
よ
れ
ば
、

そ
の
裁
量
規
定
の
適
用
は
実
際

に
は
困
難
と
さ
れ
る
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
不
法
行
為
規
定
の
対
象
と
な
る
外
国
の
主
権
活
動
は
、
合
衆
国

に
駐
在
す
る
外
国
の
外
交
・
領
事
機
関
の
活
動
を
除
い
て
は
他
に
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
機
関
の
活
動
は
現
行
の
特
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定
条
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
の
で
、

そ
れ
以
外
の
外
国
機
関
の
活
動
を
想
定
す
る
裁
量
規
定
は
、
合
衆
国
政
府
の
囲
内
的
統
治
機
能
と
合

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

衆
国
国
内
で
の
外
国
の
主
権
活
動
と
の
問
に
存
す
る
根
本
的
相
違
を
無
視
し
て
、
連
邦
不
法
行
為
請
求
法
の
裁
量
規
定
を
無
造
作
に
導
入
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
に
、
そ
の
請
求
法
上
、
合
衆
国
政
府
に
裁
量
免
責
が
認
め
ら
れ
た
理
由
は
、
行
政
活
動
か
ら
生
じ
る
精
神
的

損
害
(
ロ

geE即
広
三
国
一
五
三
三
に
基
づ
く
不
合
理
な
国
家
賠
償
請
求
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
か
か
る
損
害
を
も
た
ら
す
外
国
機
関

(
外
交
・
領
事
機
関
を
除
く
)
の
活
動
は
、
合
衆
国
圏
内
で
発
生
す
る
物
的
損
害
に
よ
る
賠
償
訴
訟
の
み
を
扱
う
不
法
行
為
規
定
の
適
用
範

囲
外
で
あ
る
と
す
る
。
か
く
て
、
そ
の
裁
量
免
責
規
定
は
外
国
の
主
権
免
除
に
関
す
る
「
真
正
な
例
外
」
(
「
巾
丘
町
同
門
召

E
D印
)
を
構
成
し
な

い
と
い
う
。
(
な
お
、
不
法
行
為
規
定
が
明
示
的
に
主
権
免
除
を
認
め
る
悪
意
の
訴
追
、
訴
訟
手
続
の
濫
用
に
つ
い
て
も
、
パ
ド
ル
は
、
合

衆
国
国
内
の
外
国
機
関
が
こ
れ
ら
の
事
由
に
関
し
て
有
責
と
さ
れ
る
実
際
の
事
態
を
仮
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
べ
る
。
)

と
こ
ろ
で
、
裁
量
免
責
が
認
め
ら
れ
う
る
人
的
範
囲
(
外
国
機
関
の
種
類
)

は
と
も
か
く
、
物
的
損
害
を
も
た
ら
す
外
国
の
非
商
業
的
不

法
行
為
に
裁
量
機
能
を
認
め
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
題
の
核
心
は
、
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
が
合
衆
国
囲
内
で
発

生
す
る
す
べ
て
の
非
商
業
的
不
法
行
為
(
物
的
損
害
を
伴
う
)
に
裁
量
免
責
を
否
定
し
た
と
解
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
関
連
す
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
の
パ
ド
ル
の
見
解
は
、
明
断
さ
を
欠
く
も
の
の
、
物
的
損
害
を
伴
う
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
は
お
よ
そ
裁
量
の
余
地
を
肯
定

し
な
い
立
場
で
あ
る
と
思
慮
さ
れ
る
。
(
さ
も
な
け
れ
ば
、
裁
量
免
責
に
関
す
る
そ
の
よ
う
な
不
法
行
為
を
精
神
的
損
害
を
も
た
ら
す
も
の

に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
)
他
方
、
ホ
ー
ン
ス
テ
ィ
ン
は
、
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
が
合
衆
国
国
内
で
の
外
国
の
多
様
な
活
動
に

不
法
行
為
規
定
に
も
と
づ
く
賠
償
責
任
を
認
め
る
先
例
と
な
る
可
能
性
を
指
摘
し
つ
つ
、

そ
の
活
動
の
中
に
は
な
お
裁
量
の
範
囲
内
に
と
ど

ま
っ
て
免
責
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
非
商
業
的
不
法
行
為
に
裁
量
免
責
を
否
認
す
る
右
判
決
は
、
そ
こ

(
拙
)

で
問
題
と
さ
れ
た
「
政
治
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
行
為
」
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
判
断
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
以
上
の
所
論
は
、
各
々
の
論
者

の
解
釈
で
あ
っ
て
、
外
国
の
政
策
的
判
断
・
決
定
を
伴
う
不
法
行
為
に
実
際
に
ど
の
範
囲
ま
で
裁
量
機
能
を
認
め
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
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説

い
て
は
、

む
し
ろ
今
後
の
判
例
の
展
開
を
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

レ
テ
リ
エ
ル
判
決
か
ら
で
は
な
く
、

た
だ
、
米
国
主
権
免
除
法
は
別
と
し
て
、

そ
の
他
の
類
以
の
国
内
法
・
条
約
(
案
)
は
不
法
行
為
責
任
を
伴
う
外
国
の
主
権
行
為
に
裁
量
免

論

責
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
を
明
示
す
る
規
定
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
次
に
み
る
よ
う
に
、
物
的
損
害
を
も
た
ら
す
自
国
領
域
内

で
の
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
が
主
権
免
除
否
認
事
由
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

(
1
)
仏
∞
∞
司
印
己
目
)
司
め
⑦
叩
(
ロ
u
n
H
C
∞。
γ
官官・め斗戸ー
l
A凶
4
N

(
2
)
的
目
以
目

uzュ
・
念
的
。
〈
2
・2
間
口
日
目
自
己
ロ
M

け可』ロ『回目内同月
t
。
=
。
〈
2
・
可
。
コ
ニ
拘
ロ
的
円
山
門
命
的
わ
。
S
E
E
E口問

H，
。
『
門
明
日
ロ
円
宮
市
己
的
-
V
N
H
目白白『〈白「品目ロ円。『口出門戸
O

ロ
E
-
F
』・

(HU
∞
。
)
咽
百
叶
坦
∞
・

(
3
)
出・回目河伶司

Z
。川出品
l

H
品∞、ア司

H
4

(
4
)
】
∞
∞
『
。
。
r
p
E
4
F伶円口円。吋ロ
h
w
t

。ロ
E
-
F
E芝、〉凹印。門戸川
WE。
ロ
ロ
『
白
ロ
ハ
U。ロ〈めロ件目。ロ
O
ロ
司
。
『
2
間
口
出
。
〈
2
2間口

-
E
E
C
E々
一
〉
。
。
百
官
mw

『釦巴〈伺〉同)同)『。白円
E
1
N
U

〈
可
阿
国
ロ
戸
田
』
・
。
同
】
ロ
ぽ
「
ロ
と
5
口白
-
F
山者(]戸市
w
∞
ω)-
司
・
。
品
「

(
5
)
コ
ラ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
不
法
行
為
規
定
(
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
)
に
よ
っ
て
、
外
国
は
そ
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
も
は
や
伝
統
的
な
公

的
行
為
の
免
除
観
念
合

g
g自
由
ミ
ロ
2
5
5
Dご
呂
田
5
ξ

『2
d
E
Z
E
月
Z
J
に
依
拠
し
え
な
い
と
さ
れ
る
。
問
。

ε=ロヨ∞
-E叶

Z
Z
E
F
q
p認
可

司。「
2
四
=
的
。
〈
2
・2
間口

F
】出
σ己目門〕『『
O

「
〉
円
昨
日
。
同

T
D
Z門戸内田一〉曲目曲目印-ロ印
E
。
P
3
N
]
{
〈
再
開
Z
U
』
。
同
-
ロ
円
。
「
ロ
白
色
。
口
同
-
Fヨミ(]{匂∞]{)-司

N
∞品

(
6
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
覚
、
前
掲
論
文
(
商
大
論
文
第
三
五
巻
六
号
)
、
五
一
l
七
一
頁
参
照
。

(
7
)
の・
7

角
田
邑
『
・

8

2

?
百

H
N
O
な
お
、
そ
の
商
業
的
不
法
行
為
は
同
法
第
一
六

O
五
条

a
項
2
の
文
言
上
、
物
的
損
害
を
伴
う
こ
と
を
要
件
と
さ
れ
な

ぃ
。
従
っ
て
、
例
え
ば
貿
易
上
の
不
正
競
争
、
そ
れ
に
伴
う
名
誉
段
損

S
m
p自
主
5
ロ
)
に
つ
い
て
も
免
除
が
否
定
さ
れ
う
る
。

-p-
喧

-
H
N
H
・

(
8
)
公
的
行
為
と
私
的
(
商
業
的
)
行
為
の
概
括
的
区
別
に
言
及
す
る
合
衆
国
裁
判
所
の
ケ

1
ス
と
し
て
、
例
え
ば
以
下
が
あ
る
。

P
H
a
p担
任
口
四
戸

忠
弘
巾
「
白
戸
田
N
8
5
-
E
D同
ZH聞のコ
P

2
叶
司
包

ω
C
C
(
立
の
弓

'
E∞同
)43・
ω
。∞

ω
H
C
e
∞
g
g
g
叶

E
出
円
。
。
・
〈
ぞ
2
5
5
己
m
p
g凹唱。『
S
E
E
r円三円。
p

-
E
Y
印
ω
叶
河
町
E
司
司
一
己
O
H
(
H
W
O
K
M「r
H
m
w∞
N
Y
司司

H
H
O
叶

H
H
O∞

(
9
)
主
権
免
除
法
で
否
認
事
由
と
さ
れ
る
「
商
業
活
動
」
に
は

2
5
5
2
5ご
E
E
-
-々

自
己

-
E
U
E
々
向
。
ご
ロ
]
ロ
ミ
ミ
5
5
m
守
。
百
三
円
。
呂
田
司
門
戸
包
)
ぢ
ユ
も
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米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

含
ま
れ
る
と
す
る
判
例
が
あ
る
。
国
時
三
日
〈
〈
〉
a
o
-
-
D
g
R
F
ζ
0出向。宅
-Amニ
目
的
Z

官官
'H(}印。(何・
0
・2
・Jへ・

5
ゴW
)

・
官
同
(
)
め
品

e
Q
-
w
p
o
Z
5。
-FN2・

ZO円。・白山口問問。
-w
叶
「
白
ロ
印
口
白
立
。
口
同
-
F
E
』
'(HU∞
N
Y

官官

4
0
1
斗∞・

(

山

山

)

円

-
m
Z己
申
戸
。
百

-zf
司自】

NH品
lNMm-

(
日
)
さ

Z
何回昨司自己同町

4』『
¥
4
z
m
可
2
5ロ
F
E
E
-
F
N差
。
ロ
わ
世
田
g
一↓。

E
E
ω
c
g
q
m
-
↓
z
gミ
。
こ
ロ
コ
包
戸
円

g口
。
〈
伶
『
司
2
2関
口
∞
C
H
g・2
N
N
Z
R
S
E

-
E
2
5片FOE-
「』

(H川
vmwH)・
宅
・
印
印
。
一

l
印
印
、
ー
な
お
、
そ
の
他
、
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
が
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、

印
可
‘
司
月
ZJ'O司
門
戸
門
唱
官
官
寸
匂
斗
l
叶

ψ

∞・

(
ロ
)
玄
・
∞
吉
岡
角
川
可
・
主
〉
町
山
口
己
O口
百
何
回
司
印
可
R
2
2
的。〈角川「宮間口

-
g
g
c
E片
可
一
〉
口
〉
口
同
}
可
MWFM-ロ
叶
め
「
ヨ
凶
C
『』
Eコ
包
R
t
。ロ円
OHU円四日円ユ
σ巾・
2
N小
国
即
『
〈
白
『
円
山
】
ロ
ベ
一
戸
]
・

(早∞印)・

3
・
主
-
怠
{
ロ
)
M
4

斗噂

g
b
b由

1
2
タ
イ
国
代
表
と
し
て
の
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
の
見
解
も
同
旨
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
法
廷
地
図
が
自
国
領
域

内
で
の
外
国
の
一
定
活
動
に
免
除
を
否
認
す
る
国
内
立
法
を
制
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
法
廷
地
国
が
そ
の
活
動
の
実
施
に
同
意
を
与
え
て
い
な
い

こ
と
の
ロ

g
え
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

c
z
の
〉
0
・
回
二
〉
¥
わ
酌
¥ω
∞¥∞河
U
A
T

司
・
∞
(
宮

2
・
NE-
グ
リ
ー
ン
も
、
国
家
が
国
際
法
の

主
体
と
し
て
、
か
っ
そ
の
能
力
で
、
他
国
領
域
内
で
(
主
権
)
行
為
を
遂
行
す
る
と
き
は
、
(
原
則
と
し
て
)
国
家
が
当
該
他
国
の
同
意

(g口
閉
め
ロ
こ
を
得

て
活
動
し
た
か
否
か
の
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
。
(
た
だ
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
活
動
国
は
自
国
機
関
に

よ
る
法
廷
地
図
の
領
域
主
権
侵
害
の
国
際
違
法
行
為
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
と
し
、
そ
の
問
題
の
行
為
は
(
正
当
な
)
管
轄
権
を
宥
す
る
国
際
裁
判
所
に

よ
る
紛
争
解
決
の
対
象
と
な
り
う
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
行
為
と
法
廷
地
囲
内
で
の
裁
判
管
轄
権
か
ら
の
免
除
問
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
言
及

し
て
い
な
い
。

Z
〉
ζ
の
2
2・
E
R『ロ山門戸。ロ巳
F
m
w
d
戸
円
、
同
耳
。
四
日
》
2
2
-
N
ι
E
-
H
U∞
N-
官同】
-HU九日
lHω
印
)

(
日
)
不
法
行
為
制
度
が
-
般
に
公
序
的
性
質
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
上
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
決
定
の
問
題
と
の
関
連
で
議
論
が
あ
る

が
、
い
わ
ゆ
る
不
法
行
為
地
法
主
義
の
妥
当
性
を
説
明
す
る
論
拠
と
し
て
、
国
際
法
的
見
地
か
ら
も
、
こ
の
内
国
公
序
l
l
l
「
或
る
固
に
お
け
る
不
法
行

為
が
、
そ
の
国
の
社
会
秩
序
を
維
持
し
、
し
か
も
、
そ
こ
に
お
け
る
「
公
の
秩
序
」
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」

l
lの
概
念
が
用
い
ら

れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
折
茂
曲
章
、
「
渉
外
不
法
行
為
法
論
』
(
昭
和
五
一
年
)
、
九
一

l
九
三
一
貝
参
照
。
な
お
、
合
衆
国
主
権
免
除
法
(
一
九
七
六
年
)

の
不
法
行
為
規
定
は
、
そ
の
文
一
言
上
、
自
国
が
損
害
発
生
地
で
あ
れ
ば
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
合
衆
国
の
第
一
次
的
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
も
の

と
解
さ
れ
る

(
l
i目
。
口
市
可
仏
国
自
由
間
何
回
目
『
伶
凹
E
ち
同
お
巳
ロ
浮

M
V
2
5漏
出
日
5
5
2『司巾『日
Oロ巳

g
Eミ
記
号
丘
町
-
。
『
巴
回
目
MW開
m
S
2
-
0
5
0
{
言
。
甘
Z
G
-

O円
2

5
ロ
間
百
丹
Z
C
E
Z己的同国門
g
自
己

2
5
E
S
5
2
0ユ
5
5
白円円巴『

D
S
5
2
2
。
ご
E

Z。
耳
石
口
印
冨
円
。

ll)。
た
だ
、
右
規
定
の
起
草
時
に
は
、
当

該
不
法
行
為
は
合
衆
国
の
領
域
管
轄
権
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

2
Z
Z
2
5
5
R庁
ミ
。
三
日
巴
g
E
E
2
2
2吋

4
5
5
5
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説

5
2
E
『
戸
田
乱
開
門
官
。
口
。
ご
r
c
E
Z包
史
民

3
3
Z
-児
問

3
・
z
c
宏
一
戸
品
∞
J
1
b
N
H
・
)
。
こ
の
点
、
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
は
前
者
の
立
場
を
認
め
る
よ
う
で
あ
る
が

(
前
掲
ニ
の
註
(
口
)
参
照
)
、
そ
の
後
の
若
干
の
判
決
は
起
草
当
時
の
見
解
を
支
持
す
る
o
z
z
m
a
円
。
-
E
円
‘
E
ω
司
印
ロ
喜
印
2
・
2
吋
(
的
。
、
U
H

H
C
∞
N
Y
司
『
O
}
。
〈
m
w
〈
己
-
m
m
問

e
印
印
∞
『
e
m
E
官
官
・
ω
印
∞
ゆ
ω
め

N
(
z
o
-
-
-
-
H
ゆ
∞
ω
)
e
円
『
吋
∞
〉
」
日
「
(
]
F
匂
∞
品
)
・
司
U
C
H
(
ロ
)
印

(M)
そ
の
一
例
は
、
公
務
遂
行
中
の
外
交
官
に
よ
っ
て
法
廷
池
園
内
で
惹
起
さ
れ
た
交
通
事
故
か
ら
生
じ
る
不
法
行
為
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
い

て
、
当
該
外
交
官
を
法
廷
地
図
裁
判
管
轄
権
か
ら
免
除
す
る
こ
と
を
認
め
る
外
交
関
係
条
約
第
一
一
一
一
条
一
項
二
九
六
四
年
発
効
)
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
の
国
内
裁
判
管
轄
権
(
法
規
執
行
管
轄
権
)
免
除
は
、
そ
の
国
内
法
上
の
賠
償
責
任
免
除
合
同
S
Z
S
F
こ
5
E
-
g
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
条
約
で
合
意
さ
れ
た
特
定
の
場
合
に
つ
い
て
法
規
の
執
行
が
停
止
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
]
何
∞
♂
垣
内
E
-

ε
のの同居間以一nDE「凶巾
G

口
司
巴
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一
目
円
目
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口
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亡
。
口
同
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「
白
当
V
H
ω
N
悶
ι
わ
(
H
U
4
H
1
3
-
司
官
・
ω
@
品
ω
由
日

-
0
5
-
c
ロ
的
。
ロ
戸
仏
己
的
。
}
m
w
「
(
]
{
匂
ω
。
)
占
印
〉
ロ
ロ
ロ
m
w
-
U
H
岡
市
印
円
。
同

E
F
Z
ニ
ロ
件
。
「
E
g
E
}
戸
田
耳
(
リ
白
山
巾
日
(
5
3
1
ω
。
)
'
目
当
N
3
I
ω
c
c
詳
細
は
、
向
山
S
O
S
N
P
O
目
立
。
ョ
先
月
E
戸
呂
呂
唾
百
℃
'
N
t
N
2
6

(日

)ρ
芦
田
白
骨
・
0

官
e
n
F
E
U
N
・
2
-
E
印
1
5
φ
も
っ
と
も
、
厳
密
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
外
国
の
行
為
は
、
本
来
、
法
廷
地
図
の
裁
判
管
轄
権
が
及

ぴ
え
な
い
百
邑
E
Z
F
E
q
o
『
ロ
ロ
ロ
ー
」
E
的
E
ち
E
々
に
関
す
る
場
合
で
あ
り
、
E
E
E
H
q
即

ω

ど
C
2
a
-
2
5
E
F
F
R
の
問
題
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
い
わ

れ
る
o
F
切
さ
き
ユ
H
P
8
・
2
e
司
ω
N
N
e
そ
の
他
、
付
言
す
れ
ば
、
法
廷
地
国
裁
判
所
が
そ
う
し
た
外
国
の
自
国
領
域
内
の
公
的
行
為
そ
れ
自
体
の
合
法

性
の
審
査
を
な
し
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
が
何
ら
か
の
形
で
当
該
外
国
の
商
業
活
動
に
関
連
性
を
有
し
、
か
つ
合
衆
国
内
に
直
接
的
な
効
果
を
も

た
ら
す
場
合
に
は
l
i
た
と
え
そ
れ
が
合
衆
国
領
域
外
の
行
為
に
起
因
す
る
と
し
て
も
l
l
k
そ
れ
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
主
権
免
除
の
許
否
が
間

わ
れ
う
る
(
米
国
主
権
免
除
法
第
一
六

O
五
条

a
項
削
)
。
高
野
幹
久
、
「
主
権
無
答
責
幸
三
え
∞
E
m
)
の
理
論
(
下
)
」
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
人

O
号
、
二
二

六
l
一
三
七
頁
参
照
。

(
v
m
)

∞
-
m
z
門
F
R
E
r
c
「
司
5
z
m
名
。
三
(
H
C
∞
ω
)
唱
司
甘
叶
l
∞
-

(
げ
)
出
「
包
兵
m
G
M
W
円
Z
・
。
H
y
z
f
H》

Nωφ

(問
)
E
J
官
官
N
N
∞
l
N
N
m
w
e

(
M
M
)
E
J
司
h
y
N
N⑦
-
N
ω
合
一
円
、
.
0
3
2
Z
5
z
c
c
Z
G
R
F
F
。
唱
門
戸
?
苫
N
吋
N
i
N
叶
ω
(
ロ
)
同
同
己
目
と
し
て
、
の
忌
∞
邑
戸
。
司
・
門
戸
百
e
∞
∞

(
却
)
白
河
悶
3
z
。
山
V
A
-
-
H
品
∞
叶
・
目
)
回
。
・

(幻

)
E
-
-乙品

(

勾

)

』

-
Y
由
・
出
。
「
目
的
問
。
5
・
怠
〔
V
h
w
S
2
2
m
o
「
2
己
お
吋
〈
・
河
巾
同
}
E
Z
回
円
。
同
わ
E
z
-
-
岨
凹
〉
凶
【
「
的
E
Z
「
ロ
同
門
戸
。
ロ
田
こ
。
F
H
「
ロ
h
w
-
2
m
w
h
出
回
)
a

目
v
-
u
?
Z
H
A
F
K
H
コ
ラ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、

吾、
長岡
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四

非
商
業
的
不
法
行
為
例
外
に
関
す
る
最
近
の
動
向

ヨ!>.
"岡

米
国
主
権
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
に
類
す
る
規
定
は
そ
の
他
の
い
く
つ
か
の
コ
モ
ン
・
ロ

l
諸
国
の
圏
内
法
に
も
み
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ

ス
国
家
免
除
法
(
第
五
項
・
一
九
七
八
年
)
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
家
免
除
法
(
第
七
項
・
一
九
七
九
年
)
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
主
権
免
除
法

(
第
六
項
・
一
九
八
一
年
)
お
よ
び
カ
ナ
ダ
国
家
免
除
法
(
第
六
項
・
一
九
八
二
年
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
若
干
の
表
現
上
の
違
い

は
あ
れ
二
般
に
法
廷
地
図
国
内
で
生
じ
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
し
て
主
権
免
除
を
否
認
す
る
点
で
一
致
す
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー

諸
国
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
合
衆
国
は
伝
統
的
に
絶
対
免
除
主
義
を
支
持
し
て
い
た
が
、
合
衆
国
が
先
に
み
た
免
除
法
(
一
九
七
六
年
)

で
制
限
免
除
主
義
に
転
換
し
た
の
ち
、
他
の
諸
国
も
そ
れ
に
追
随
す
る
に
至
っ
た
。

さ
て
、
右
に
あ
げ
た
コ
モ
ン
・
ロ

l
諸
国
の
国
内
法
を
み
る
と
、
次
の
二
つ
の
要
件
が
み
た
さ
れ
る
と
き
は
、
外
国
は
法
廷
地
国
で
生
じ

る
そ
の
不
法
行
為
訴
訟
に
対
し
て
主
権
免
除
を
主
張
し
え
な
い
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
付
、
身
体
・
生
命
ま
た
は
有
体
財
産
の
損
害
の
救
済

を
求
め
る
訴
訟
で
あ
る
こ
と
、

か
っ
、
口
、
そ
の
損
害
を
も
た
ら
し
た
事
実
が
法
廷
地
国
の
領
域
内
で
発
生
す
る
か
、
ま
た
は
、
損
害
が
法

で
あ
る
。
前
者
の
物
的
損
害
に
関
す
る
要
件
は
、
合
衆
国
の
免
除
法
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
圏
内
諸
法
に
共

廷
地
国
国
内
で
発
生
す
る
こ
と
、

通
し
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
後
者
の
裁
判
管
轄
権
の
具
体
的
な
基
礎
に
は
各
国
の
囲
内
法
制
上
の
相
違
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
合
衆
国
お
よ
び
カ
ナ
ダ
の
主
権
免
除
法
は
自
国
が
損
害
発
生
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が
、
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
、
シ
ン
ガ

ボ
ー
ル
そ
し
て
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
関
連
規
定
に
お
い
て
は
、
法
廷
地
国
が
不
法
行
為
地
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。
(
な
お
、

も
後
者
の
立
場
を
と
る
。
)

八
二
年
に
国
際
法
協
会
が
作
成
し
た
私
的
な
国
家
免
除
条
約
案
(
第
三
条
F
)

こ
の
不
法
行
為
の
準
拠
法
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
国
際
私
法
の
分
野
で
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
こ
で
の
議
論
は
私
人
間
の
渉
外
的
な
不

法
行
為
に
つ
い
て
画
一
的
な
準
拠
法
を
決
定
し
う
る
か
否
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
現
在
、

そ
れ
を
一
律
に
決
定
・
適
用
す
る
こ
と
は
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必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
と
の
判
断
か
ら
、
そ
う
し
た
不
法
行
為
の
多
様
な
類
型
に
基
づ
く
取
扱
い
の
相
違
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
考
え
方
が

支
配
的
で
あ
る
。
た
だ
、
国
際
法
に
お
け
る
主
権
免
除
の
問
題
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
議
論
に
立
入
る
こ
と
な
く
、
問
題
と
さ
れ
る
外
国
の

不
法
行
為
は
、
法
廷
地
国
が
不
法
行
為
地
で
あ
り
、
か
っ
損
害
発
生
地
で
あ
る
行
為
に
限
定
し
て
統
一
的
な
国
際
条
約
を
作
成
し
よ
う
と
す

る
方
向
に
あ
る
。
(
そ
れ
以
外
の
渉
外
的
な
不
法
行
為
に
主
権
免
除
を
認
め
る
か
否
か
は
、
な
お
、
各
々
の
国
内
法
に
委
ね
る
と
す
る
。
)
そ

の
よ
う
な
条
約
例
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
免
除
条
約
(
一
九
七
二
年
)

で
あ
る
。
こ
れ
は
米
国
主
権
免
除
法
に
先
立
ち
非
商
業
的
不
法
行
為

例
外
を
認
め
た
点
で
画
期
的
意
義
を
有
す
る
。
こ
の
条
約
に
よ
れ
ば
、
外
国
に
よ
る
物
的
損
害
が
法
廷
地
国
で
発
生
し
、

そ
し
て
そ
の
損
害

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

の
発
生
時
に
加
害
者
(
外
国
機
関
)
が
法
廷
地
国
の
領
域
内
に
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
損
害
賠
償
訴
訟
に
主
権
免
除
は
認
め
な
い
(
第
一
一

条
)
。
こ
れ
は
、
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
の
い
う
よ
う
に
、
訴
訟
原
因
の
範
囲
に
つ
い
て
二
重
の
領
域
的
要
件
(
己
0
5
Z
(
R
S
Zコ
包

)
B
A
g
s
-

E
2
3
を
課
し
、
そ
れ
だ
け
法
廷
地
国
に
お
け
る
裁
判
管
轄
権
行
使
の
根
拠
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
連
の
国
際
法
委
員
会
が
現
在
審
議
中
の
「
国
家
お
よ
び
固
有
財
産
の
裁
判
権
免
除
」
と
題
す
る
条
約
案

に
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
免
除
否
認
事
由
の
一
つ
と
し
て
「
身
体
お
よ
び
財
産
に
対
す
る
損
害
」

e
q
g
E二
三
ロ
コ
巾
由
自
己

E
B血肉巾円。

可
『
O

古
今
さ
を
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
も
し
別
段
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
国
家
は
人
身
損
害
ま
た
は
有
体
財
産
に
対
す
る
損
害
・

損
失
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
そ
の
損
害
を
法
廷
地
固
に
も
た
ら
す
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
そ
の
領
域
で
発
生
し
か
っ
そ
の
加
害
者
が
損

の
裁
判
権
か
ら
免
除
さ
れ
な
い
。
」
(
第
一
四
条
)
。
こ
の
規
定
に
お

害
の
発
生
時
に
そ
こ
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
他
国
(
法
廷
地
国
)

い
て
も
、
不
法
行
為
地
と
損
害
発
生
地
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
、
外
国
の
主
権
免
除
は
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
を
起
草
し
た
報
告
者

に
よ
れ
ば
、
右
の
二
重
の
要
件
は
外
国
の
不
法
行
為
に
対
す
る
法
廷
地
図
の
裁
判
権
に
つ
い
て
国
際
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
基
準
を
設
け
る
た
め
に
必
要
で
あ
っ
て
、
既
述
の
よ
う
に
、
国
際
法
が
原
則
と
し
て
許
容
す
る
属
地
主
義
に
基
づ
い
て
外
国
の
非
商

業
的
不
法
行
為
に
領
域
的
裁
判
権
の
行
使
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
立
場
と
軌
を
一
に
す
る
。

(
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
)
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以
上
の
よ
う
に
、
最
近
の
い
く
つ
か
の
圏
内
立
法
と
国
際
条
約
(
案
)
は
、

一
般
に
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
訴
訟
に
つ
い
て
そ
の
主
権

免
除
を
認
め
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
伝
統
的
な
制
限
免
除
主
義
の
基
準
の
下
で
暖
味
に
さ
れ
て
き
た
非
商
業
的
不
法
行
為
例
外
、

つ
ま
り

論

外
国
の
公
権
力
の
行
使
に
伴
う
不
法
行
為
責
任
(
賠
償
責
任
)
の
訴
訟
で
当
該
外
国
の
主
権
免
除
を
否
定
す
る
立
場
を
領
域
主
権
の
行
使
に

有
利
な
推
定
の
帰
結
と
し
て
把
握
す
る
考
え
方
と
、
法
的
思
考
を
等
し
く
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
の
よ
う

に
、
そ
の
例
外
は
伝
統
的
な
免
除
観
念
で
は
理
解
し
え
な
い
異
質
性
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
の
公
権
力
の
行
使
に
付
随

す
る
不
法
行
為
は
、
行
為
の
属
地
的
違
法
性
を
理
由
に
主
権
免
除
を
排
除
す
る
一
般
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
で
に
ふ
れ
た
国
際
法
委
員
会
の
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
の
第
五
報
告
書
(
一
九
八
三
年
)

は
こ
の
点
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

伝
統
的
な
免
除
観
念
と
区
別
し
て
、
非
商
業
的
不
法
行
為
(
訴
訟
)
を
免
除
否
認
事
由
の
一
っ
と
す
る
見
方
を
支
持
し
、
そ
の
不
法
行
為
は

「
通
常
、
公
的
行
為
(
曲
三
回
]
ロ

5
5胃
コ
-
)
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
活
動
」
に
付
随
す
る
も
の
を
含
む
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
交
通

事
故
の
よ
う
な
偶
発
的
死
亡
(
印
公
広

g
s
Z巾
え
『
)
の
み
な
ら
ず
、
外
国
機
関
に
よ
る
暴
行
、
故
意
に
よ
る
財
産
損
害
、
放
火
、
殺
人

治
的
暗
殺
)
と
い
っ
た
非
商
業
的
不
法
行
為
も
否
認
事
由
と
な
り
う
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
今
後
、
国
連
の
内
外
で
積
極
的
支
持

を
得
る
か
ど
う
か
予
断
を
許
さ
な
い
が
、
し
か
し
、
非
商
業
的
不
法
行
為
例
外
は
制
限
免
除
主
義
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
一
つ
の
新
し
い
傾
向

を
刻
印
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
そ
の
例
外
が
他
国
領
域
に
お
け
る
外
国
機
関
の
不
法
行
為
の
発
生
を
抑
止
し
、

そ
の
被

害
者
た
る
私
人
の
権
利
保
護
・
救
済
を
一
層
推
し
進
め
る
効
果
を
も
つ
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

(
1
)
こ
れ
ら
の
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
、

d
z
「め

m
a
s
c
g
pユ
g-
呂田片巾コ田
Z
S
Eコ注目
2
5
E二
日
ヨ
ロ
ロ
凹
宮
内
山
。
『
的
門
白
丹
市
印
自
己
、
吋
宮
耳
目
ν
『。唱。『門司{凶吋¥

F
開
。
¥
印
何
回
目
∞
¥
N
C
)
-
E
∞
N
司
自
己
の

Z-
∞
包
戸
名
門
戸
門
よ
〉
目
当
。
旦
月
何
回
を
参
照
。
(
な
お
、
一
九
八
一
年
の
パ
キ
ス
タ
ン
国
家
免
除
法
に
は
(
本
稿
で
い
う
)

不
法
行
為
規
定
は
な
い
。
)
の
忌
∞
邑
ア
告
白
門
戸
?
3
0
N
2
N
ω
印・

(
2
)
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
国
内
法
は
公
的
行
為
と
商
業
的
行
為
の
区
別
を
認
め
る
。
イ
ギ
リ
ス
国
家
免
除
法
(
第
三
項
)
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
家
免
除
法
(
第

北法36(3・40)704 
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米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

五
項
)
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
主
権
免
除
法
(
第
四
項
)
、
カ
ナ
ダ
国
家
免
除
法
(
第
五
項
)
参
照
。
の
戸
∞
阻
止
『

-
8
2
-
毛

主

is

(
3
)
米
国
主
権
免
除
法
に
つ
い
て
幾
分
問
題
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
三
の
註
(
日
)
参
照
。

(
4
)
こ
の
条
約
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
広
場
官
官
eNωH!Nω
日

(
5
)
浮
木
敬
郎
、
「
国
際
私
法
入
門
』
(
新
版
・
昭
和
五
九
年
)
、
一
八
六
l
一
九

O
頁
参
照
。

(
6
)
条
約
内
容
に
つ
い
て
は
、
。
・
Z
F
ι
ア
毛
-
E
J
3
5
ψ
1
5ム
こ
の
条
約
と
追
加
議
定
書
は
ヨ
l
ロ
ソ
パ
理
事
会
の
加
盟
国
(
一
二
か
国
)
の
う
ち

七
か
国
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
が
(
イ
ギ
リ
ス
は
条
約
の
み
署
名
)
、
批
准
・
受
諾
の
手
続
を
経
て
現
在
効
力
が
発
生
し
て
い
る
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ベ
ル
ギ
ー
お
よ
び
キ
プ
ロ
ス
の
間
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
∞
-
∞
=
円
古
田
『
E
r
z
f
E
P
E
-
N
8。『丹

(Hmw∞
ωY
官
-
Z
-
]・
∞
∞
g
o
r
p
c
}
)
2
f
司
自
ω∞(口)匂

(
7
)
的

mEnF出
コ
長
三
-
2
P
F
m
m
-
x
u三(戸市山∞
ωY
官

HAH

(
8
)
E
-
H〉
]
叶
・

(
9
)
E
-
官
同
日
・

(
ぬ
)
閉
山
巾
吉
三
三
号
巾
】
口
円
。
「
口
白
t
。
口
由
一
円
、
担
当
(
い
。
冨
呂
田
白
山
目
。
=
。
ロ
円
宮
君
。
円
r
oご
z
s
-
『q

g
三
宮
山
命
的
印
戸
口
口
・
。
〉

O
H出
J
ω
g
F
印何回目
5
p
∞
Z
2
L
m
E
O
E
Z
0・
H
O
(〉
¥

ω坦
¥
H
C
Y

官・同日∞

(日)印‘
E
S
R
R
r
z
ア
ヨ
『
門
町
田
市
唱
。
ユ
(
呂
∞
ω)4
官
。
・
な
お
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
の
民
事
責
任

(
2
2
二
SUH--q)
は
各
国
の
国
内
法
に
共
通
す
る
故
意
・
過
失

に
よ
る
不
法
行
為
責
任
の
み
な
ら
ず
、
無
過
失
責
任
も
含
む
と
さ
れ
る

o-p'
官
印
こ
の
よ
う
な
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
の
立
場
は
国
際
法
委
員
会
に
よ
る
第

一
四
条
(
案
)
の
コ
メ
ン
タ
リ

1
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
向
山
命
甘
口
『
円
。
ご
F
m
-
F
n
e
。司・

2
f
山口円
u
E
E
R
3
2・旬。

E
∞-

(
ロ
)
∞
∞
三
宮
ユ
円
W
E
-
-
E
P
Z
河
内
司
。
『
門
(
呂
∞
u
y
司
∞
・
問
。
宮
『
円
。
『
答
。
[
「
の

-
8・
2
f
3
5
G
1
5
斗
な
お
、
損
害
発
生
時
に
加
害
者
が
法
廷
地
図
に
居
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
件
は
、
一
定
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
(
巴
包
め
ざ
E
Z
S
E
2門q
g
E
U印
)
及
び
そ
の
他
の
守
山
口
氏
5
ロ
c
q
gス
印
の
防
止
に
十
分
に
対

処
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
政
府
見
解
(
エ
ジ
プ
ト
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
)
が
あ
る

o
c
z
-の〉・
0
・悶
J

〉
¥
(
U
m
¥
ω

∞
¥
∞
悶
ム
ム
e

甘
口
吉
弘
〉
¥
の
め
¥
話
¥
凹
河

品
N
-
-
v
N
?
〉¥(い①
¥ω
∞
¥
印
同
品
。
・
召
・
匂

ilE
し
か
し
、
国
際
法
委
員
会
の
コ
メ
ン
タ
リ
l

(
一
九
八
四
年
)
で
は
、
第
一
四
条
(
案
)
の
主
た
る
関
心
は
、

「
法
廷
地
国
内
で
日
常
的
に
発
生
す
る
事
故
」
(
国
R
E
E
Z
2
2『『百四

E
C
Z
Z
々
5
5
5
5
Zぬ『コ
g
ミ
oご
『
巾
∞
s
z
oご
F巾
{
0
2
g
)
に
関
す
る
訴
訟
に

つ
い
て
主
権
免
除
を
否
認
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
河
内
七
0
2
0間同町内円円、わ
-
8・
門
戸
司
・

5
4

(
日
)
国
連
国
際
法
委
員
会
は
そ
の
第
三
六
会
期
(
一
九
八
四
年
)
に
‘
本
文
引
用
の
ス
チ
ャ
リ
ト
ク
ル
の
条
約
規
定
案
(
一
九
八
三
年
提
示
)
に
若
干
の
修

正
を
施
し
て
「
人
及
ぴ
財
産
に
対
す
る
損
害
」
と
題
す
る
以
下
の
規
定
案
を
暫
定
的
に
採
択
し
た
。
「
も
し
関
係
国
間
の
別
段
の
合
意
が
な
け
れ
ば
、
国

北法36(3・41)705 



説

家
は
、
人
身
損
害
・
死
亡
ま
た
は
有
体
財
産
に
対
す
る
損
害
・
損
失
の
補
償
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
そ
の
損
害
を
法
廷
地
図
に
も
た
ら
し
自
問
に
帰

属
す
る
と
さ
れ
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
法
廷
地
国
の
領
域
で
、
全
体
と
し
て
又
は
部
分
的
に

Z
Z一一可
2
・
官
三
三
発
生
し
、
か
っ
そ
の
加
害
者
が
損

筈
の
発
生
時
に
そ
こ
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
他
国
(
法
廷
地
図
)
の
裁
判
権
か
ら
の
免
除
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
(
第
一
四
条
)

0

河内

宮
え
え
与
こ
ロ
な
「

E
r
o
gニ
ゐ
垣

P
ヨヨ日

5
2・
。
百
三
?
の
〉
。
見

ω
叩
吾
凶
作
回
目

5
P
E
E
-
g
m
E
Z。
呂
(
〉
¥
呂
¥
H
C
Y

七
百
日
・
(
な
お
、
問
委
員
会
の

若
干
の
メ
ン
バ
ー
は
右
の
規
定
案
の
内
容
に
留
保
を
表
明
し
た
と
い
わ
れ
る
Z
E
e
-
官

EU)
が
、
こ
の
点
は
公
式
文
書
未
見
の
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ

る
。
)
し
か
し
、
同
委
員
会
で
は
こ
の
案
に
対
し
て
「
か
な
り
の
反
対
な
い
し
疑
問
が
呈
さ
れ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
川
島
慶
雄
、
「
国
際
法
委
員
会
第
三
五
会

期
の
審
議
の
慨
要
」
、
国
際
法
外
交
雑
誌
八
三
巻
二
号
、
四
六
頁
参
照
。
こ
の
点
、
各
国
政
府
代
表
の
見
解
(
国
連
総
会
第
六
委
員
会
)
で
は
、
絶
対
免

除
主
義
を
支
持
す
る
諸
国
(
ソ
連
、
白
ロ
シ
ア
共
和
国
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
中
華
人
民
共
和
国
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
チ
ュ
ニ
ジ

ア
、
ラ
オ
ス
人
民
共
和
国
)
は
右
の
第
一
四
条
に
反
対
の
明
白
な
意
思
表
示
を
し
、
ま
た
、
当
該
条
項
は
少
数
の
国
家
(
主
に
コ
モ
ン
・
ロ

l
諸
国
)
の

最
近
の
立
法
・
慣
行
の
み
を
一
方
的
に
反
映
す
る
規
定
で
あ
る
と
い
う
批
判
(
ブ
ラ
ジ
ル
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、

メ
キ
シ
コ
)
が
あ
る
。
(
こ
れ
ら
諸
国
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
順
次
、
以
下
参
照
。

cz-C
〉
e

。
虫
円

E
河内円。「品目・〉¥(い・。
¥ω
∞
¥
山
河
ム
ω-
毛

5
1
5
2
ι

〉¥(い・。
¥
ω
ω
¥
印見ム
C
-

℃
ム
・
〉
¥
わ
め
¥ω

∞
¥
山
河
品
∞
・
司

H
A
W

〉
¥
(
U

・。
¥ω

匂
¥
m
m
ム
印
-
司
・
]
[
∞
・
〉
¥
の
め
¥ω

∞
¥
山
河
品
品
e

百
】
品
・
〉
¥
(
リ
あ
¥ω

∞¥山見・
ω
パア司
e

同
行
〉
¥
(
u
d
¥
ω

∞¥

∞
河
印
。
，
司
?
〉
¥
〈
V
G
¥
ω

∞
¥
印
河
ム
吋
-Hva

∞一〉¥ハド⑦
¥ω

∞¥的問
ω
、戸田》∞

ω
ロ
品
〉
¥
の
め
¥ω

匂
¥
的
見
ム
戸
百
戸
品
-
〉
¥
(
い
・
⑦
¥ω

匂
¥
印
悶
品
目
e

百
戸
hH

〉
¥
h
e
め
¥ω

∞¥的見
ω
∞a
官
官

]ニー
l
H
ω
(
∞『白川口
}
)
e

〉
¥
の
め
¥ω

∞
¥
的
問
品
品
-
百
回
品
(
(
リ
NEυ-g
同一。ぐ
ω
片岡白)唱〉¥。。
¥ω

∞¥的問
ω
h
F

司
同
⑦
{
の
2
・呂田口

U
E
H
5
2
d
E
円問。日)己
σzn)
一
〉
¥
の
め
¥ω

∞¥印同
ω
吋-

H
)

・
∞
(
斗
己
E
日回出)・〉
¥
(
U
a

⑦
¥
苫
¥
的
河

E
・
3
5
5
(室
内
同
月
。
)
)
改
め
て
指
檎
す
る
ま
で
も
な
く
、
か
か
る
諸
国
の
基
本
的
立
場
は
他
国
領
域
に
お
け
る

国
家
の
裁
判
権
免
除
は
国
際
法
の
原
別
で
あ
り
、
領
域
主
権
に
対
す
る
例
外
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
(
ロ

2
8
2
2
ち
S
Z
E「コ円。コ
E

一』
C

コ師長円

E
ロ
)
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
と
く
に
第
一
四
条
と
の
関
連
で
法
廷
地
図
の
領
域
主
権
の
優
位
を
明
示
的
に
否
定
す
る
国
家
と
し
て
、
以
下
が
あ
る
o
E
-

〉
¥
わ
⑦
¥ω
∞
¥
的
問
ム
品
e

℃・]戸品
(
(
U
N

虫川町。色。〈白
r
g
)
喧
〉
¥
の
め
¥ω
申
¥
的
問
品
。
・
司

h
H
(
c
m
凶白河)

日命

北法36(3・42)706 



結本
稿
で
は
米
国
主
権
免
除
法
の
規
定
を
中
心
に
、
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
主
権
免
除
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
考
察
し
た
。
従
来
、

外
国
の
不
法
行
為
は
一
般
的
に
私
人
で
も
為
し
う
る
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
行
為
に
主
権
免
除
を
拒
否
す
る
立
場

(
制
限
免
除
主
義
)
が
と
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、
そ
の
私
的
行
為
の
多
く
は
現
実
に
国
家
の
商
業
活
動
に
他
な
ら
ず
、
制
限
免
除
主
義
の
実

質
は
商
業
的
行
為
を
免
除
否
認
と
す
る
立
場
(
経
済
事
項
免
除
論
)
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
他
方
、
学
説
・
判
例
の
中
に
は
こ

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

の
立
場
に
い
く
ら
か
の
修
正
を
施
し
、
法
廷
地
国
に
お
け
る
私
法
規
律
事
項
で
あ
る
不
法
行
為
に
は
そ
の
裁
判
管
轄
権
の
行
使
を
是
認
す
る

立
場
(
私
法
事
一
漬
免
除
論
)
が
な
く
は
な
か
っ
た
。
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
仮
に
外
国
の
不
法
行
為
が
そ
の
主
権
活
動
に
伴
っ
て
法
廷
地

国
国
内
で
発
生
す
る
と
き
で
も
、
当
該
外
国
の
民
事
責
任
の
追
及
は
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
理
論
上
、
そ
う
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
、
実
際
に
は
、
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
先
例
が
少
な
い
こ
と
、
及
び
公
的
行
為
と
商
業
的
行
為
の
区
別
に
立
脚
す
る
免
除

観
念
が
今
日
な
お
支
配
的
見
解
で
あ
る
た
め
に
、
外
国
の
主
権
活
動
に
起
因
す
る
不
法
行
為
責
任
訴
訟
と
免
除
許
否
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ

れ
ま
で
十
分
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
他
国
領
域
内
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
は
、
本
来
、
主
権
免
除
が

是
認
さ
れ
る
べ
き
行
為
か
否
か
、

き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
学
説
と
最
近
の
立
法
動
向
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
と
、
そ
れ
は
、

法
廷
地
国
に
お
け
る
行
為
の
属
地
的
違
法
性
を
理
由
に
、
む
し
ろ
そ
の
裁
判
管
轄
権
が
及
ぶ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
米
国
主

権
免
除
法
の
不
法
行
為
規
定
お
よ
び
こ
れ
を
適
用
し
た
レ
テ
リ
エ
ル
判
決
は
、

そ
う
し
た
傾
向
を
積
極
的
に
支
持
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な

意
義
を
有
す
る
。
(
商
業
的
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、

そ
の
免
除
許
否
の
基
準
が
原
因
行
為
の
性
質
に
求
め
ら
れ
る
か
、

な
お
見
解
が
分
れ

る
が
、

そ
れ
は
本
稿
の
考
察
外
で
あ
る
。
)

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
最
近
の
国
家
実
践
を
可
能
に
し
た
理
由
と
し
て
、

さ
し
当
た
り
、
次
の
二
点
を
指
摘
で
き
る
。

一
つ
は
、
国
際
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説

法
が
各
国
の
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
積
極
的
な
規
則
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
が
述
べ
た
よ
う
に
、

国
際
法
が
国
家
に
課
す
第
一
の
制
約
(
与
え
弓
三
回
豆
町
O
Z
B
0
2
5凶
E
2
5ロ
)
は
、
他
国
領
域
内
に
お
け
る
い
か
な
る
権
限
の
行
使
を
も
禁

論

止
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
他
国
の
属
地
的
管
轄
権
の
行
使
を
不
当
と
す
る
国
家
は
そ
の
行
使
が
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
立

(ロ

l
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
)
。
し
か
る
に
、
外
国
に
対
す
る
不
法
行
為
訴
訟
を
禁
止
す
る
現
行
の
国

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

際
法
規
は
存
在
し
な
い
。
従
っ
て
、
国
家
は
、
特
定
の
条
約
上
の
主
題
は
別
と
し
て
、

そ
の
領
域
内
の
外
国
の
不
法
行
為
に
第
一
次
的
な
裁

い
ま
一
つ
の
理
由
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
多
く
の
諸
国
は
そ
の
園
内
法
で
国
家
責
任
(
向
。
〈
巾

5
・

昌
吉
ニ

g
z
-
q
)
の
原
則
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
関
連
す
る
。
国
家
が
国
内
法
上
、
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
る
の
と
同
一
の
行
為
に

判
管
轄
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

外
国
の
主
権
免
除
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
国
家
相
互
間
に
免
除
の
保
証
が
な
い
限
り
、

そ
の
国
家
の
正
常
な
司
法
機
能
を
自
ら
損
う
こ
と
に

な
る
。
領
域
国
国
民
に
そ
の
賠
償
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
外
国
の
違
法
な
公
権
力
の
行
使
に
つ
い
て
も
賠
償
責
任
訴
訟
が

認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
こ
の
場
合
、
領
域
国
に
よ
る
一
種
の
裁
判
拒
否
(
外
国
国
家
が
被
告
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
不

あ当
ろな
う5判
J 決
あ
る
し、

は
訴
訟
0) 

遅
延
な
ど

が
行
な
わ
れ
る
と
き
は
、

そ
の
司
法
機
関
に
よ
る
領
域
国
の
国
際
責
任
が
生
ず
る
余
地
は
残
る
で

一
般
に
、
他
国
領
域
内
に
お
け
る
外
国
の
不
法
行
為
は
、
通
常
そ
う
し
た
国
内
裁
判
の
実
施
の
前
後
に
、
国
家
の
国
際
的
責
任
を
伴
う
も

の
と
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
領
域
国
が
国
際
請
求
権
を
行
使
す
る
と
き
は
、
必
ず
し
も
被
害
者
個
人
の
請
求
を
前
提
と

し
た
り
そ
の
救
済
を
伴
う
も
の
で
な
い
が
、
領
域
国
囲
内
で
私
人
に
対
す
る
不
法
行
為
が
な
さ
れ
た
事
実
を
直
接
・
間
接
に
考
慮
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
領
域
国
が
そ
の
国
際
請
求
に
関
連
す
る
外
国
の
不
法
行
為
を
自
国
の
裁
判
権
か
ら
免
除
す
る
必
然
的
理
由
は
な
い

よ
う
に
解
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
外
国
の
公
権
力
の
行
使
が
そ
の
領
域
内
に
止
ま
る
の
が
基
本
原
別
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
他
国
領
域
内
で
の
不
法
行
為
に
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無
制
約
的
な
主
権
免
除
を
認
め
る
こ
と
自
体
、
国
際
法
の
原
則
と
両
立
し
が
た
い
と
い
え
る
。
か
か
る
主
権
行
為
に
伝
統
的
な
免
除
観
念
(
行

為
の
目
的
・
性
質
)

を
用
い
て
免
除
許
否
を
決
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
は
主
権
免

除
原
則
の
全
面
的
否
定
を
提
唱
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
関
係
で
免
除
否
認
事
由
と
し
て
の
非
商
業
的
不
法
行
為
の
具
体
的
内
容
の

確
定
は
今
後
の
国
家
慣
行
に
委
ね
ら
れ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

，a
.
ζ
-

J
/
J
J
 

外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
賠
償
請
求
訴
訟
が
法
廷
地

国
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
十
分
に
認
識
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

米国主権免除法における外国の非商業的不法行為

(
1
)
2
u
こ
-
m
g
g
〉
az。・
H
C
e

司・

5
皆
川
、
前
掲
書
、
一
一
五
六
頁
。

(
2
)
司
〉
者

5
q
-
D司・
2
?
H
Y
ω
ω
c
y
-
-
出
血
己
『
・
。
目
)
円
一
円
ニ
官
印
印

(
3
)
E
-
司

司

叶

め

叶

少

]{ωω|]{ω

。

(
4
)
出
「

E
Z『
宮
門
戸
名
門
戸
-
甘

ω
ω
4
0
小
田
裁
判
官
は
「
免
除
特
権
相
対
化
へ
の
傾
斜
は
、
今
日
の
一
般
的
傾
向
」
で
あ
り
、
問
題
は
「
国
家
主
権
の
絶

対
性
と
市
民
社
会
の
法
的
安
定
性
の
調
和
を
ど
こ
に
求
め
る
か
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
小
田
滋
、
「
裁
判
権
の
免
除
l
約
手
に
関
す
る
訴
訟
」
、

「
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
)
」
、
前
掲
書
、
一
五
九
頁
。

(
5
)
出
「

E
Z弓
E
n
F
F

。古門戸門-司司

N

品(
)
l
N
品回

(
6
)
レ
テ
リ
エ
ル
事
件
i

|
一
九
七
八
年
八
月
原
告
提
訴

l
ー
で
は
、
合
衆
国
国
務
省
は
一
九
七
九
年
二
月
に
本
件
チ
リ
の
行
為
を
国
際
的
テ
ロ
リ
ズ
ム

の
行
為
で
あ
る
と
公
式
に
非
難
し
、
同
時
に
チ
リ
に
対
す
る
軍
事
的
・
経
済
的
制
裁
措
置
を
と
る
こ
と
を
決
定
し
た
後
に
、
一
九
八

O
年
三
月
に
合
衆
国

の
裁
判
管
轄
権
を
認
め
る
判
決
が
下
さ
れ
た
。
』
・
ζ
・
ロ
ミ

E
E
P
8・
2
?
司
・
工
品
(
ロ

)2・
な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
国
際
法
委
員
会
の
条
約
草
案
を

審
議
し
た
国
連
総
会
第
六
委
員
会
二
九
八
三
l
一
九
八
四
年
)
で
は
、
法
廷
地
図
に
お
け
る
外
国
の
非
商
業
的
不
法
行
為
に
関
す
る
紛
争
は
関
係
国
家

聞
の
外
交
交
渉
に
よ
る
解
決
に
よ
っ
て
よ
り
実
効
的
に
処
理
さ
れ
る
の
で
、
当
該
行
為
に
関
す
る
訴
訟
に
主
権
免
除
を
否
定
す
る
規
定
(
草
案
第
一
四
条
)

の
採
用
は
疑
わ
し
い
(
不
要
で
あ
る
)
と
す
る
意
見
が
あ
っ
た
。
口
Z-
の〉・
0
国
〉
¥
わ
凸
¥ω
∞
¥
凶
河
合
a

百

足

百

o-E己)司〉¥打。。
¥ω
∞
¥
印
目
立
・
司

ω

宝
石
2
5
)
・〉
¥
(
V
-
⑦

¥ω
也¥印見ふ
k
?

百
∞

(
C
可
E
E口
印
的
問
)
・
し
か
し
、
そ
の
被
害
者
個
人
の
損
害
は
国
家
間
の
外
交
的
解
決
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
首
尾
よ
く

処
理
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
国
際
法
委
員
会
で
は
、
右
規
定
の
導
入
は
外
交
交
渉
に
よ
る
紛
争
解
決
を
忌
包
2
5
%
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
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な
い
と
さ
れ
た

oz-
〉
¥
の
め
¥ω
∞
¥
的
見
ム

N-
日

yω

告
を
。
玄
白
)
一
〉
¥
の
・
め
¥ω
∞
¥
的
用
品

Ne
司

E
Q
E
Z
宅
5
2
)
e
同
委
員
会
の
第
一
四
条
(
案
)
に
関
す
る
コ
メ
ン

タ
リ

i
は
、
同
条
の
目
的
が
被
害
者
個
人
の
損
害
の
「
救
済
又
は
(
当
該
個
人
に
)
裁
判
に
訴
え
る
可
能
性
」
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
明
記
す
る
。

河
巾
司

O
「
円
。
同
門
町
巾
【
ロ
片
巾
門
口
巳

5
口
白
-
「
宏
司

noヨヨ
Z
2
0
p
D司
・
巳
門

-e
司
・
同
日
目

(
追
記
)
脱
稿
(
一
九
八
五
年
五
月
)
後
、
二
つ
の
新
著
、
山
本
草
二
『
国
際
法
」
(
有
斐
閣
、
昭
和
六

O
年
五
月
)
、
高
野
雄
一

訂
新
版
、
弘
文
堂
、
昭
和
六

O
年
五
月
)
に
接
し
え
た
が
、
本
稿
で
は
直
接
に
参
照
・
引
用
で
き
な
か
っ
た
。

説
ヨA
且周

『
国
際
法
概
論
・
上
』
(
全
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~Summarie8 of Content8~ 

The Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 
and 

Noncommercial Torts Committed by a Foreign State in the 
United States 

Tomohito USUKI' 

Under the so-called restrictive theory of sovereign immunity， a foreign State is entitled 

to immunity only where it engages in public acts (αcts ju陀 imperii)，but not where the 

claim arises from commercial or private acts (αcts jure gestionis). Not a few municipal 

courts， especially those in the civil law countries， suggest that the distinction between 

public and private acts should be based upon its inherent nature， and that torts， in gener-

al， committed by a foreign State within another country is a private-law nature act to 

which immunity is denied. However， a body of pre-1976 cases and scholarly opinion 

have provided little more guidance for a claim of immunity for noncommercial torts than 

that did the clear terms of Section 1605 (a)(5) of the Foreign Sovereign lmmunities Act 

of 1976 (FSIA) enacted by the U.S.， because sovereign acts in question were almosl al-

ways related to commercial and economic activities of States 

In Section 1605 (a)(5)， the FSIA abstains immunity from a foreign State in a civil ac-

tion for personal injury or death， or damage to or loss of property、occurringin the Un-

ited States and caused by the tortious act or omission of that States or its officials or em 

ployees with two exceptions corresponded to the ones contained in the Federal Torts 

Claims Act， even if the case of action arose out of its public or sovereign acts. Therefore. 

the United States jurisdiction exists to hear the case of torts allegedly committed in the 

discharge of foreign governmental functions. 

Letelier v. Republic of Chile (1980) established the first precedent for a foreign State's 

tortious liability where its connection with an act of political assassination in the United 

States can be proven. This short article mainly describes the federal court's ruling in 

Letelier after introducing the restrictive theory on State immunity. Nexl， it explores SOl11e 

legal implications brought to the fore by that ruling: (1) the proposition that the public 

acts of foreign States are not automatically immune from proceedings， and its relation to 

earlier formulation of sovereign immunity， (2) the potential applicability of the one of two 

• Associate Professor of International Law， University of Hokkaido 
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exceptions mentioned above. which is known as the “discretionary" act exception. to the 

U.S. jurisdiction in the Section 1605 (a)(5) of the FSIA. and (3) the existence or non. 

existence of the U.S. jurisdiction under the FSIA with regard to any daim based upon in. 

ternational torts alone committed by a foreign States within the U .S. Considering the 

court's view and also sevelal opinions. the author emphasizes that claims of of sovereign 

immunity have to be resolved by a “functional" test. that is. in view of a legitimate pur-

pose of or a need to protect foreign governmental activity in question. and that the im 

munity should not be granted. in principle. to torts carried on by a foreign States within 

another territorial jurisdiction without consent of the latter States. Although some uncer-

tainties still remains in Letelier. this ruling will ultimately help the private victim main-

tain an action against a foreign State. thereby rendering it much easier to deter a tort or 

crime committed in the U.S. by that State. 

Finally. t山hi凶sar此ti叩cleconsi泊derssome recent development匂son noncommercial torts excep 

tion to sovereign im日muni此ty

common law countries and the Eorupean Conve日t“ionon State Immunity. as well as the 
Draft Convention on this subject being prepared by the International Law Commission of 

the U nited N ations. These counterparts are very similar to the Sect旧日 1605(a)(5) of the 

FSIA of 1976. In light of these developments. it should be noted that they show a ne-

cessity of the formulation of the exception to immunity as a generally accepted rule. The 

author thinks the exception be followed by other countries. aside from some few ones 

which are adherents of the absolute immunity doctrine. in the not so distant future 
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